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西
周
春
秋
戦
国
時
代
の
諸
侯
の
社

越

智

重

明

序

言

　
エ

　

西
周
春
秋
戦
国
時
代
の
社
に
つ
い
て
は
す
で
に
数
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
社
神
が
祖
先
神
的
性
格
を

も
つ
土
地
神

(以
下
、

社
神
を
祖
先
神
と
い
う
際
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
神
の
こ
と
で
あ
る
)
か
そ
れ
と
も
土
地
神
そ
の
も
の
か
と
い
っ
た
観

点
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
も
と
も
と
自
然
発
生
的
な
原
始
集
落
の
中
心
た
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
追
求

が
主
と
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
社
の
性
格
自
体
の
解
明
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
つ
い
て
い
ま
だ
定
説
的

な
も
の
は
な
い
。
ま

た
、
社
が
ど

の
よ
う
な
形
で
藪
沢
　

叢
沢
)
な
ど
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
ま
り
進

ん
で
い
な
い
。

私
見
で
は
西
周
春
秋
戦
国
の
こ
ろ
の
諸
侯
の
社
の
場
合
社
神
は
土
地
神
で
あ

っ
た
が
、
同
時
に
始
祖
神

(を
主
と
す
る
遠
祖
神
)
的
性
格
を
も
っ

て
い
た
。
そ
う
し
た
社
は
特
定
の
藪
沢
と
結
び

つ
い
て
い
た
。
か
つ
て
諸
侯
は
社
と
結
び
つ
い
た
藪
沢
で

(軍
事
訓
練
を
兼

ね
る
)
田
猟
を
行

い
、

そ
の
収
獲
物

で
右
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
祖
先
神
を
祭
る
と
い
っ
た
こ
と
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
戦
国
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
そ
の
藪
沢
は

軍
需
物
資
な
ど
の
供
給
源
と
し
て
の
意
味
を
強
く
も
っ
て
き
た
。
た
だ
し
、
諸
侯
が
藪
沢
を
軍
需
物
資
な
ど
の
供
給
源
と
す
る
こ
と
は
、
社
と
直
接

結
び

つ
い
て
い
な
い
藪
沢
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
社
神
は
土
地
神
で
同
時
に
始
祖
神

(を
主
と
す
る
遠
祖
神

)
的
性
格
を
も
つ
も
の

か
ら
、
死
亡
し
た
人
物
、
土
地
神
そ
の
も
の
な
ど
に
変
化
す
る
が
、
そ
う
し
た
際
社
が
特
定
の
藪
沢
と
結
び

つ
く
と
い
っ
た
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

一
方
諸
侯
が
藪
沢
に
生
計
の
資
の

一
部
を
求
め
た
民
衆
を

(土
地
神
そ
の
も
の
を
祭
る
)
社
を
通
じ
て
支
配

す
る
こ
と
も
生
じ
、
ひ

い
て
は
社
を
通
じ
て
全
民
衆
を
支
配
す
る
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
き
た
、
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
藪

沢
が
軍
需
物
資
の
供
給
源

(
、
囲
い
込
み
の
対
象
な
ど
)
と
な
っ
た
局
面

(
こ
の
点
は
別
稿
で
述
べ
る
)
を
除

き
、
右
に
つ
い
て
の
若



干
の
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
(村
落
段
階

に
お
け
る
社
神
の
考
察
は
省
略
す
る
。
)

こ
こ
で
本
稿

で
用
い
る
史
料

に
つ
い
て
の
私
見
を
若
千
述
べ
て
お
く
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
経
学
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
長

い
期
間
に
、
色
々
な

学
統
の
人

々
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
は
相
反
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、
自
説
を
補
強
す
る
た
め
の

無
理
な
説
明
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
す
べ
て
矛
盾
な
く
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
か
り
に
そ
う
し
た
こ
と
を
し
て
も
そ

れ
は
殆
ど
無
意
味
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
基
本
認
識
を
も
っ
て
、
事
実
あ
る
い
は
事
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
史
料
を

と
り
あ
げ
た
。
そ
こ
に

は
主
観
の
入
る
危
険
性
が
あ
る
が
、
経
学
上
の
史
料
を
歴
史
事
実
の
解
明
に
資
す
る
た
め
に
は
や
む
を
え
な
い
と
考
え
る
。
な
お
、
社
制
、
廟
制
な

ど
に
つ
い
て
は
、
将
来
発
掘
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
旧
来
の
諸
見
解
に
補
訂
が
必
要
と
な
る
べ
き
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
る
社
制
、

　
　

　

廟

制

に

つ
い

て
も

、

当

然

そ

れ

は
あ

て

は

ま

る

。

第

一
節

廟
制
を
め
ぐ

っ
て

天
子
、
諸
侯
の
廟
制
に
は
、
宗
法
と
し
て
の
廟
制
と
、
と
く
に
諸
侯
の
場
合
そ
れ
と
異
な
る
廟
制
と
あ
る
。
本
節
は
、
次
節
以
下
の
考
察
に
関
係

が
あ
る
の
で
、
主
と
し
て
後
者
を
と
り
あ
げ
る
。

　
　

　

池
田
末
利
氏
に
よ
る
と
、
金
文
で
は
も
と
も
と
宮
、
室
、
寝
、
廟
、
宗
は
同
義
で
あ

っ
て
別
個
に
宗
廟
を
営
む
こ
と
は
な
か

っ
た
。

つ
ま
り
、
本

来
廟
は
鬼
頭
を
お
く
屋
室
で
、
も
と
も
と
明
堂
は
廟
堂
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
説
文
解
字
巻
十
七
に
、

廟
、
尊
先
祀
見
也
。

と
あ
る
が

、
こ
れ
は
詩
経
頒
清
廟
の
鄭
氏
箋
に
、

廟
之
言

、
遡
也
。
死
者
、
精
紳
不
可
得
而
見
。
但
以
生
時
之
居
、
立
宮
室
、
象
貌
爲
之
耳
。

と
あ
る
よ
う
に
、
死
者
の
精
神
が
見
え
な
い
か
ら
生
時
の
住
居
を
以
て
宮
室
を
立
て
、
遡
を
象

っ
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
廟
は
こ
う
し

た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
か
つ
て
周
王
と
同
族

の
諸
侯
は
始
封
君
の
父
で
あ
る
王
の
廟
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
左
氏
伝
嚢
公
十
二
年

(前
五
六

一
年
)
の
伝

に
、

秋
、
呉
子
壽
夢
卒
。
謬
曳

子
臨
於
周
廟
、
経
㎎
編
聡
警
都
鰹
禮
也
。
凡
諸
侯
之
喪
、
異
姓
臨
於
外
。
鰍
麟

い
向
同
姓
臨
於
宗
廟
。
噺
鰹
之
同
宗
於
祖



廟
。
臨

囎之
同
族
於
禰
廟
。
歌
囎
漏
蓄
是
故
魯
爲
諸
姫
臨
於
周
廟
。
賭蠣

姓
爲
邪
凡
蒋
茅
昨
祭
臨
於
周
公
之
廟
。
瑠
購
雛
賑
鋼
籠
解
舩
爆

と
あ
る
。
注
は
杜
預
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
杜
注
は
、
周
王
と
姓
を
同
じ
く
す
る
姫
姓
の
魯
侯
が
同
じ
姫
姓
の
諸
侯
の
喪
を
実
す
る
に
あ
た
り
、
e

単
に
同
姓
に
止
ま
る
も
の
に
あ

っ
て
は
、
諸
侯
の
所
出
の
王
の
廟

(魯
に
あ

っ
て
は
文
王
廟
)
で
あ
る
周
廟
"
宗
廟
に
臨
み
、
⇔

(同
姓
内
の
)
同

宗
に
止
ま
る
も
の
に
あ

っ
て
は
始
封
君
周
公

(周
公
は
文
王
の
子
)
の
廟
で
あ
る
祖
廟
に
臨
む
。
日

(同
姓
内
の
同
宗
の
う
ち

)
同
族
の
も
の
に
あ

っ
て
は
そ
れ
か
ら
両
者
が
分
か
れ
た
父
廟
で
あ
る
禰
の
廟
に
臨
む

(た
だ
し
、
こ
の
同
宗
と
は
高
祖
以
下
を
同
じ
く
す
る
も

の
)、
と
い
う
こ
と
を

す
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
魯
の
周
公
廟
は
こ
こ
で
は
祖
廟
と
さ
れ
て
い
る
が
、
論
語
八
傍
第
三
に
見
え
る
魯
の
大
廟
は
古
来
周
公
廟
と
解
さ
れ
て

い
る
。

つ
ま

り
、
そ
の
祖
廟
は
大
廟
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
左
氏
伝
裏
公
三
十
年

(前
五
四
三
年
)
の
伝
の
会
箋

に
、
魯
の
周
廟
は
文
王

廟
で
あ
り
、
鄭
の
周
廟
は
属
王
廟
で
あ
り
、
魯
の
大
廟
は

(始
封
君
)
周
公
の
廟
で
あ
り
、
鄭
の
大
宮

(
11
大
廟
)
は

(始
封
君
)
桓
叔

(
こ
の
桓

叔
は
属
王
の
子
)
の
廟
で
あ
る
、
宋
の
大
廟
は

(始
封
君
)
微
子
の
廟
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。右

の
宗
廟
以
下
の
廟
制
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
魯
の
君
の
実
に
つ
い
て
の
場
合
の
も
の
で
あ
る
が
、
周
王
と
同
族
の
諸
侯

の
場
合
右
に
即
し
た
廟

制
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
左
氏
伝
文
公
二
年

(六
二
五
年
)
の
伝
に
、

宋
祀
帝

乙
、
鄭
祀
属
王
。

と
あ
る
。
属
王
は
鄭
の
始
封
君
桓
公
の
父
で
あ
る
。
鄭
の
君
の
祭
る
周
廟
は
必
ず
属
王
廟
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
宋
は
殷
王
と
同
姓
の
国
で
あ
る
が
、

帝
乙
は
宋
の
始
封
君
微
子
の
父
で
あ
る
。
蓋
し
宋
に
は
帝
乙
の
廟
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
国
語
魯
語
上
に
、

諸
侯
祀
先
王
先
公
、
卿
大
夫
佐
之
受
命
焉
。

と
あ
る
。
こ
の
章
氏
解
に
、
「先
王
、
謂
宋
祀
帝
乙
、
鄭
祀
属
王
之
属
也
。
先
公
、
先
君
也
。」
と
あ
る
。
こ
の
章
氏
解
の
い
う
と
こ
ろ
は
さ
き
の
記

事
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
ほ
ぼ
誤
り
の
な
い
理
解
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
正
し
い
と
す
る
と
、
こ
れ
も
亦
諸
侯
が
そ
の
始
封
君
の
父

た
る
王
以
下
を

(廟
で
)
祭
り
え
た
の
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

諸
侯
の
国

で
は
恐
ら
く
最
初
始
封
君
の
父
た
る
王
の
廟
を

(王
の
死
後
)
設
け
、
の
ち
始
封
君
の
廟
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
う
と
、

さ
き
の
裏
公
十
二
年
の
伝
の
場
合
、
天
子
と
同
姓
の
諸
侯
、
同
宗
の
諸
侯
、
同
族
の
諸
侯
は
そ
れ
ぞ
れ
始
封
君
の
父
た
る
王
、
始
封
君
、
父
た
る
諸



侯
を
を
通

じ
て
結
び

つ
き
を
も

っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
形
を
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
ら
始
封
君
の
父
た
る
文
王
の
廟
が
出
現
す
る
必
然
性

が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ヨ

　

と
こ
ろ

で
、
さ
き
の
左
氏
伝
嚢
公
十
二
年
の
伝
で
は
、
同
姓
、
同
宗
、
同
族
を
区
別
し
て
い
る
が
、
以
下
、
本
稿

で
は

一
般
的
称
呼
と
し
て
、
同

じ
祖
先
か
ら
出
た
同
姓
の
人
々
を
す
べ
て
同
族
と
す
る
。

こ
こ
で
魯
国
に
お
い
て
始
祖
神
と
し
て
の
帝
、
(
そ
の
子
と
さ
れ
る
后
稜
)
を
祭

っ
て
い
た
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。
詩
経
魯
頒
闇
宮
に
、

閲
宮
有
佃
。
實
實
枚
枚
。
赫
赫
姜
源
、
其
徳
不
回
。
上
帝
是
依
、
無
災
無
害
。
彌
月
不
遅
。
是
生
后
稜
。
:
:
后
稜
之
孫
、
實
維
大
王
。
居
岐

之
陽
、
実
始
躬
商
。
至
干
文
武
、
綴
大
王
之
緒
。
:
:
建
爾
元
子
、
偉
侯
干
魯
。
・:
・

乃
命
魯
公
、
偉
侯
干
東
、
錫
之
山
川
土
田
附
庸
。
周
公
之
孫
、
荘
公
之
子
、
龍
族
承
祀
、
六
轡
耳
耳
、
春
秋
匪
解
。
享
祀
不
武
。
皇
皇
后
帝
、

皇
租
后
稜
、
享
以
辟
犠
、
是
饗
是
宜
。
降
頑
既
多
。
周
公
皇
租
亦
其
幅
女
。
:
:

但
來

之
松
、
新
甫
之
栢
、
是
断
是
度
、
是
尋
是
尺
。
松
檎
有
罵
。
路
寝
孔
碩
。
新
廟
変
変
。
雲
斯
所
作
、
孔
曼
且
碩
。
萬
民
是
若
。

と
あ
る
。

こ
の
新
廟
は
、
毛
伝
で
は
閾
公
廟
で
あ
り
、
婁
斯
が
こ
の
廟
を

つ
く

っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
異
斯
が
こ
の
詩
を

つ
く

っ
た
と
す
る
説

　
る

　

ハ
ら

　

が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
詩
は
大
雅
の
生
民
の
詩
と
大
明
の
詩
と
か
ら
と
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
姜
源
が
出
て
く
る
の
で
郊
謀
と
関
連
し

て
説
か
れ

て
い
る
。

ま
た
、
左
氏
伝
文
公
二
年
の
伝
に
、

秋
八
月
丁
卯
、
大
事
工」
太
廟
、
蹟
僖
公
、
逆
祀
也
。
於
是
夏
父
弗
忌
爲
宗
伯
、
尊
僖
公
、
且
明
見
日
、
吾
見
新
鬼
大
故
鬼
小
。
先
大
後
小
、
順

也
。
蹟
聖
賢
、
明
也
。
明
順
禮
也
。
君
子
以
失
禮
。
禮
無
不
順
。
祀
國
之
大
事
也
。
而
逆
之
。
可
謂
禮
乎
。
子
錐
斉
聖

、
不
先
父
食
久
　
。
故

禺
不
先
縣
、
湯
不
先
契
、
文
武
不
先
不
窟
。
宋
租
帝
乙
、
鄭
祀
属
王
、
猶
上
租
也
。
是
以
魯
頒
日
、
春
秋
匪
解
。
享
祀
不
戚
、
皇
皇
后
帝
、
皇

租
后
稜
。
君
子
日
禮
。
謂
其
后
稜
親
而
先
レ
帝
也
、
詩
日
、
問
我
諸
姑
、
遂
及
伯
姉
。
君
子
日
禮
。
謂
其
姉
親
而
先
姑
也
。

と
あ
る
。
縣
は
禺
の
父
、
契
は
湯
の
十
三
世
の
祖
、
不
窟
は
后
稜

(人
名
)
の
子
、
ま
た
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
帝
乙
は
宋
の
始
封
君
微
子
の

父
、
属
王

は
鄭
の
始
封
君
桓
公
の
父
で
あ
る
。
右
の
際
魯
で
祭

っ
て
い
る
后
帝
ー1
帝

(
11
上
帝
)
は
周
族
の
始
祖
神
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ

う
。か

く
て
、
魯
国
に
お
い
て
始
祖
神
と
し
て
の
后
帝
11
帝
以
下
、
そ
の
遠
祖
神
を
祭

っ
て
い
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
周
の
同
族



の
他
の
諸
侯

の
国
に
あ

っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
左
氏
伝
哀
公
二
年

(前
四
九
三
年
)
の
伝
に
、

衛
大
子
祷
、
日
、
曽
孫
渕
職
敢
昭
告
皇
祖
文
王

・
烈
租
康
叔

・
文
租
裏
公
。
・:
・敢
告
、
無
絶
筋
、
無
折
骨
、
無
面
傷

、
以
集
大
事
。
無
作
三

租
差
。

(下
略
)

と
あ
る
。
康
叔
は
文
王
の
子
で
衛
の
始
封
君
で
あ
る
。
劃
積
は
霊
公

(嚢
公
の
子
)
の
太
子
で
あ
る
。
当
時
霊
公
は
生
存
し
て
い
た
。
こ
れ
は
衛
に

　
　

　

お
い
て
始
封
君
康
叔
の
所
出
の
王
た
る
文
王
を
上
限
と
し
て
、
始
封
君

(康
叔
)、
父

(た
る
諸
侯
　
を
祭
り
え
た
の
を
察

せ
し
め
る
。
文
王
は
宗

法
で
い
う
天

子
に
該
当
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
の
ち
の
時
代

(漢
時
代
を
含
む
)
に
あ
っ
て
は
諸
侯
は
天
子
を
祖
と
し
て
祭
ら
ず
、
大
夫
は
諸
侯
を
祖
と
し
て
祭
ら
な
い
宗
法
が

一

般
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
記
郊
特
牲
第
十

一
に
、

諸
侯
不
敢
租
天
子
。
大
夫
不
敢
租
諸
侯
。
而
公
廟
之
設
於
私
家
、
非
禮
也
。
由
三
桓
始
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
諸
侯
は
そ
の
家
系
が
天
子
か
ら
出
て
い
て
も
、
天
子
を
祖
と
し
て
そ
れ
を
祭
ら
ず
、
大
夫
は
そ
の
家
系

が
諸
侯
か
ら
出
て
い
て

も
、
諸
侯
を
祖
と
し
て
祭
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
私
家

(大
夫
の
家
)
に
お
い
て
公
廟
を
設
け
て
祭
る
の
は
礼
で
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
祭
法
は

明
ら
か
に
宗
法
の
原
則
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
で
は
三
桓
氏
が
宗
法
に
そ
む
き
、
私
家
で
そ
の
出
自
の
魯
の
君
を
祭

っ
た
と
し
て
い
る
。

そ
の
と
き
す

で
に
宗
法
が
存
在
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
恐
ら
く
後
世
の
宗
法
が
投
影
さ
れ
て
こ
う
し
た
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
か
つ
て
諸
侯
の
大
夫
が
そ
の
所
出
の
諸
侯
を
祭
り
え
た
こ
と
が
ほ
ぼ
察
せ
ら

れ
よ
う
。

な
お
、
哀
公
二
年
の
伝
の
杜
注
に
、

言
仲
孫
叔
孫
季
孫
氏
。
皆
立
桓
公
廟
。
魯
以
周
公
之
故
、
立
文
王
廟
。
三
家
見
而
僑
焉
。

と
あ
る
。

こ
の
注
に
よ
れ
ば
魯
で
は
右
の
郊
特
牲
に
見
え
る
廟
制
と
異
な
り
文
王
廟
を
立
て
て
い
た
の
で
、
魯
の
公
か
ら
出
た
三
桓
氏
が
そ
れ
ぞ
れ

右
に
準
じ
て
桓
公
廟
を
立
て
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
疏
に
、

正
義

日
、
知
魯
得
立
文
王
廟
者
、
案
、
嚢
十
二
年
、
秋
、
呉
子
壽
夢
卒
。
臨
於
周
廟
。
禮
也
。
注
云
、
周
廟
、
謂
文
王
廟
也
。
此
経
云
、
諸
侯

不
敢
祀
天
子
。
而
文
二
年
左
傳
云
宋
祀
帝
乙
鄭
祀
属
王
。
大
夫
不
敢
祀
諸
侯
。
而
荘
二
十
八
年

(前
六
六
六
年
)
左
傳
云
、
凡
邑
有
宗
廟
先
君

之
主

日
都
。
與
此
文
不
同
者
、
此
壕
尋
常
諸
侯
大
夫
。
彼
嫁
有
大
功
徳
者
。
故
異
義
。



と
あ
る
。
こ
こ
で
は
諸
侯
が
天
子
を
祭
り
、
大
夫
が
諸
侯
を
祭
る
こ
と
を
、
大
功
徳
が
あ

っ
た
の
に
基
づ
く
、
と
し
て
い
る
。
蓋
し
こ
う
し
た
理
解

は
宗
法
出

現
後
、
宗
法
と
か
つ
て
存
在
し
て
い
た

・
宗
法
と
ズ

レ
る
実
態
を
示
す
廟
制
の
記
事
と
を
矛
盾
な
く
解
釈
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
出
た

の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
宗
法
で
は
、
整
備
さ
れ
た
形
で
は
、
天
子
は
七
廟
あ
る
い
は
五
廟
、
諸
侯
は
五
廟
、
大
夫
は
三
廟
と
い
う
形
を
と

っ
て
い
る
。
い
ま
こ
れ

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
周
の
天
子
に
つ
い
て
い
う
と
、
礼
記
に
お
い
て
天
子
の
廟
制
に
つ
い
て
王
制

(第
五
)

・
礼
器

(第
十
)

・
祭
法

(第

二
十
三
)
の
七
廟
説
、
喪
服
小
記

(第
十
五
)
の
五
廟
説
に
近

い
四
廟
説
が
あ
る
が
、
他
に
春
秋
元
命
苞
の
五
廟
説
が
あ
る
。
ま
た
、
と
も
に
七
廟

説
で
も
、
王
制
と
祭
法
と
は
内
容
を
異
に
す
る
。
そ
れ
は
、
㈲
王
制
が
七
廟
を
大
祖
廟
及
び
三
昭
三
穆
と
す
る
の
に
対
し
、
祭
法
は
五
廟

・
二
眺
と

す
る
点
、
個
王
制
が
廟
組
織
に
お
い
て
大
祖
廟
を
重
要
視
す
る
の
に
対
し
、
祭
法
は
大
祖
廟
を
意
味
す
る
祖
考
廟
を
顕
考
廟

(高
祖
)

・
皇
考
廟

(曽
祖
)

・
王
考
廟

(祖
父
　

・
考
廟

(
父
)
の
四
親
廟
と
並
列
し
て
こ
れ
を
あ
ま
り
重
視
し
な
い
点
、
以
上
の
二
点
に
お

い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら

経
文
間
の
矛
盾
を
い
か
に
見
る
か
に
つ
い
て
古
来
礼
学
者
間
に
議
論
が
存
す
る
。
(
こ
の
大
租
廟
は
始
租
廟
を
意
味
す
る
。
)

さ
て
、
五
廟
説
と
四
廟
説
と
の
相
違
は
大
祖
廟
を
加
え
る
と
否
と
の
差
で
あ
り
、
五
廟
説
と
七
廟
説
と
の
相
違
は
四
親
廟

(
、
大
祀
廟
)
の
上
に
、

更
に
二
廟
あ
る
い
は
二
眺
を
定
制
と
し
て
認
め
る
か
否
か
の
差
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
三
説
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
何
れ
も
四
親
廟
は
否
定

し
な
い
と

い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
廟
制
の
最
小
限
あ
る
い
は
基
礎
と
し
て
四
親
廟
は
こ
れ
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

池
田
氏

は
右
に
つ
い
て
、
凡
そ
、
死
者
に
対
す
る
記
憶
の
限
度
が
通
常
祖
父
の
祖
父
す
な
わ
ち
高
祖
に
止
ま
る
こ
と
は
、
諸
戸
素
純
氏
も
指
摘
す

る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
通
常
の
家
族
生
活
に
お
い
て
、
同
居
の
世
代
的
距
離
が
祖
父
と
孫
と
を
以
て
限
界
と
し
、
曽
祖
あ
る
い
は
曽
孫
に
及
ぶ

こ
と
が
あ

っ
て
も
そ
れ
は
稀
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
短
期
間
に
終
わ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
該
祖
父
と
同
居
範
囲

の
上
限
も
ま
た
そ
の
祖

父
に
止
ま
る
と
す
れ
ば
、
結
局
祖
父
の
二
乗
す
な
わ
ち
己
を
中
心
と
す
る
四
世
が
親
縁
関
係
の

一
応
の
限
度
と
な
る
。
宗
法

・
喪
服
あ
る
い
は
九
族

な
ど
が
ほ
ぼ
自
己
を
起
点
と
し
た
前
後
四
世
を
標
準
と
す
る
の
は
、
右
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
親
廟
の
心
理
的
根
拠
を
、
右
の

如
く
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
極
め
て
自
然
に
し
て
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
が
、
古
代
中
国
に
あ

っ
て
は
こ
の
ほ
か
に
な
お
二
次
的

素
因
と
し

て
、
恵
棟

の
指
摘
す
る
五
行
説
の
影
響
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
春
秋
元
命
苞
や
石
渠
論

・
白
虎
通
な
ど
の
后
稜

・
文

・武
の
故
に
周
は
と
く
に
七
廟
と
い
っ
た
五
廟
原
則
論
は
こ
の
間
の
消
息
を
示
す
も
の
と
も
考
え
得
る
。
か
く
見
て
く
る
と
、
喪
服
小
記
の
四
廟
説
は

廟
制
の
最
小
範
囲
を
示
し
た
普
遍
的
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
遡
源
的
に
い
え
ば
、
廟
の
最
原
始
形
態
は
、
礼
記
な
ど
に
見
え
る
庶
人
無
廟



(祭
法
)、
庶
人
祭
於
寝

(王
制
)、
す
な
わ
ち
寝

・
廟

一
致
と
考
え
る
。
最
初
は
死
者
そ
の
人
だ
け
の
廟
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
次
第
に
増
加

し
て
、
死
者

に
対
す
る
記
憶
の
限
界
と
し
て
四
廟
に
ま
で
発
展
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
廟
組
織
発
展
の
第

一
段
階
は
始
祖
廟
の
加
設
で
あ
る
。

こ
う
し
た
五
廟
制
が
発
展
し
て
七
廟
制
と
な
る
。
こ
の
七
廟
制
に
お
け
る
七
人
の
廟
主
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
文
献
的

に
見
た
際
、
七
廟

(五
廟
二
桃
)
は
直
近
六
親
廟
と
始
祖
廟
と
か
ら
な
り
、
他
の
遷
主
は
皆
始
祖
廟
に
蔵
め
ら
れ
、
文
武
二
王
は
別
に
明
堂
の
世
室

　
フ

　

に
お
い
て
祭

ら
れ
る
、
と
い
っ
た
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
蓋
し
正
解
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
諸
侯
の
五
廟
は
二
昭
、
二
穆
の
直
近
四
親
廟
と
大
祖
廟

(
　
始
祖
廟
)
と
か
ら
な
る

(礼
記
王
制
)。
こ
の
五
廟
説
に
つ
い
て
は
さ
し
て

異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
こ
の
大
祖
廟
は
、
か
つ
て
始
封
君
の
父
の
王
　
天

子
の
廟

で
あ
る
ケ
ー
ス

を
含
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
何
れ
に
し
て
も
宗
法
制
と
し
て
の
廟
制
に
あ

っ
て
は
そ
れ
は
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
よ
う
。

宗
法
出
現
よ
り
ま
え
の
廟
制

に
お
い
て
、
(姫
姓
を
含
む
)
諸
侯
が
始
封
君
の
父
で
あ
る
天
子
を
祭

っ
て
い
た
ケ
ー
ス
の
あ
る
こ
と
は
、
宗
法
出

現
よ
り
も
古

い
時
期
に
、

一
般
的
な
形
に
お
い
て
、
諸
侯
が
始
祖
神
以
下
の
遠
祖
神
を
社
神
と
し
て
祭
る
と
い
う
形
が
あ

っ
た
と
す
る
次
節
の
考
察

と
対
比
し
た
際
、
そ
の
何
れ
が
よ
り
古

い
か
は
別
と
し
て
、
か
つ
て
諸
侯
が
始
封
君
よ
り
も
古

い
租
先
神
を
祭
り
え
た
と
い
う
意
味
で
重
要
な
関
連

性
を
も
っ
て

い
る
と
さ
れ
よ
う
。

第
二
節

墨
子
の
上
帝
鬼
神
と
諸
侯
の
社

本
節
は
墨
子
明
鬼
下
第
三
十

一
に
見
え
る
淑
位
が
叢
社
な
る
べ
き
を
述
べ
、
あ
わ
せ
て
そ
の
叢
社
の
性
格
を
と
り
あ
げ
る
。

墨
子
に
は
鬼
神
が
見
え
る
が
、
そ
の
鬼
神
の

一
つ
は
叢
社
に
祭
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
そ
う
し
た
鬼
神
に
つ
い
て
見

て
み
よ
う
。
墨
子
の

鬼
神
に
つ
い
て
は
、
近
年
佐
藤
賢
氏
が
注
目
す
べ
き
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
佐
藤
氏
は
、
天
は
直
接
人
間
に
賞
罰
を
加

え
な
い
が
、
鬼
神

の
賞

賢
罰
暴
は
国
家
万
民
に
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
鬼
神
は
天
の
意
思
に
従

っ
て
天
の
下
で
実
際
に
賞
罰
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
、
ま
た
、

尚
同
中
第
十

二
に
、

マ

マ

(前
略

)
則
此
語
古
者
上
帝
鬼
紳
之
建
設
國
都
、
立
正
長
也
、
非
高
其
爵
、
厚
其
禄
、
富
貴
扶
而
錯
之
也
。
將
以
爲
萬
民
興
利
除
害
、
富
貴
貧

寡
、
安
危
治
齪
也
。
故
古
者
聖
王
之
爲
若
此
。

今
王
公
大
人
之
爲
刑
政
、
則
反
之
。



と
あ
り
、
尚
同
下
第
十
三
に
、

天
子
以
其
知
力
、
爲
未
足
濁
治
天
下
。
是
以
選
揮
其
次
、
立
爲
三
公
。
三
公
又
以
其
知
、
為
未
足
濁
左
右
天
子
也
。
是
以
分
國
建
諸
侯
。
…

マ
マ

故
古
者
建
國
設
都
、
乃
立
后
王
君
公
、
奉
以
卿
士
師
長
。
此
非
欲
用
説
也
。
唯
弁
而
使
助
治
天
明
也
。

　
　

　

と

あ

る

の

か

ら

見

て

、

国

・
都

を
建

て
た

の
は

古

の
天

子

で
あ

る

上

帝

鬼

神

で
あ

ろ

う

と

い

っ
た

旨

を

述

べ

て
お

ら
れ

る
。

こ

の
際

、
上

帝

鬼

神

11

天

子

に
国

・
都

を
建

て

さ

せ

た

の

は

天

と

す

べ
き

で
あ

る

。

(
こ

の
上

帝

鬼

神

と

い

う
表

現

は

、

そ

の
死

後

の
様

態

か

ら

い

っ
て

い
る

も

の

で
あ

る

。

こ
の
点

は
後

述

。
)

こ
の
上

帝

鬼

神

に

つ

い
て

で

あ

る

が

、

明
鬼

下

に

、

　
ぬ

ワ

　

子
墨
子
日
、
古
之
今
之
爲
鬼
非
他
也
。
有
天
鬼

(者
)。
亦
有
山
水
鬼
者
。
亦
有
人
死
而
爲
鬼
者
。

と
あ

っ
て
、
鬼
神
に
は
天
の
鬼
神
、
山
水
の
鬼
神
、
人
の
鬼
神
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
天
志
下
第
二
十
八
に
、

祭
祀
上
帝
山
川
鬼
神
。

と
あ

っ
て
、
上
帝
鬼
神
と
山
川

(
　
山
水
)
鬼
神
と
が
分
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
天
志
上
第
二
十
六
に
、

(前
略
)
以
祭
祀
上
帝
鬼
紳
、
而
求
所
福
於
天
。

と
あ
っ
て
、
上
帝
鬼
神
は
祭
祀
の
対
象
と
さ
れ
、

一
方
、
天
は
福
を
祈
る
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
の
天
の
鬼
神
は
こ
の
上
帝
鬼
神
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
上
帝
鬼
神
は
後
述
す
る
よ
う
に
帝
　

天
の
左
右
に
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
鬼
神
が
賞
賢
罰
暴
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

明
鬼
下
に
見
え
る
。

故
古
聖
王
必
以
鬼
神
爲
賞
賢
而
罰
暴
。
是
故
賞
必
於
租
、
而
謬
必
於
肚
。

と
あ
り
、

し
か
し
て

是
故
子
墨
子
日
、
嘗

(當
に
つ
く
る
べ
し
)
若
鬼
耐
之
能
賞
賢
如
罰
暴
也
。
蓋
本
施
之
國
家
、
施
之
萬
民
、
實
所
以
治
國
家
利
萬
民
之
道
也
。

と
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
右
の
古
の
聖
王
は
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
賞
賢
罰
暴
を
行
う
鬼
神
は
上
帝
鬼
神
に
限
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
さ
き
に
古
の
天
子
11
上
帝
鬼
神
が
国

・
都
を
建
設
し
た
と
あ
る
記
事
を
引
い
た
が
、
天
志
上
に
は
、

子
墨
子
言
日
、
昔
三
代
聖
王
禺
湯
文
武
、
此
順
天
意
而
得
賞
也
。

と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
夏
の
禺
王
、
殷
の
湯
王
、
周
の
文
王

・
武
王
の
こ
と
で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
墨
子
の
鬼
神
は
、
死
後
に
鬼
神
と
な



っ
た
も

の

で
あ

る

。

そ

の
点

に
関

し
、

周

の
文

王

に

つ
い

て

、
明

鬼

下

に

、

マ
マ

子

墨

子

日

、

・.・文

王

防

降

、

在

帝

左

右

。

穆

穆

文

王

、

令

問

不

已

。

若

鬼

神

無

有

、

則

文

帝

既

死

、

彼

宣

能

在

帝

之

左

右

哉

。

と

あ

る
。

こ

の
間

詰

に
、

案

、

依

墨

子

説

、

謂

文

王

既

死

、

神

在

帝

之

左

右

。

則

與

毛

鄭

義

異

。

と

あ

る

が

、

こ
れ

は

死

ん

で
上

帝

鬼

神

と

な

っ
た
文

王

が

帝

の
左

右

に

い

る

こ
と

を

示

し

て

い
る

。

な

お

、

こ

の
帝

は

さ

き

の
天

と

ほ

ぼ
同

一
の
も

の

で
あ

ろ

う

。

明

鬼

下

に

、

マ

マ

昔
者
鄭

(秦
の
誤
り
。
以
下
同
じ
)
穆
公
嘗
書
日
中
威
乎
廟
。
有
碑
入
門
而
左
。
鳥
身
、
素
服
三
絶
。
面
状
正
方
。
鄭
穆
公
見
之
、
乃
恐
催
舞
。

紳
日
、
無
催
。
帝
享
女
明
徳
、
使
予
錫
女
壽
十
年
有
九
。
使
若
國
家
蕃
昌
、
子
孫
茂
母
失
。
鄭
穆
公
再
舞
稽
首
日
、
敢
問
神
名
。
日
、
予
爲
筍

芒
。
若

以
鄭
穆
公
之
所
身
見
爲
儀
、
則
鬼
紳
之
有
、
宣
可
疑
哉
。

　
り

　
よ

り

へ

と
あ
る
が
、

こ
の
帝
も
亦
天
と
お
き
か
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
上
帝
鬼
神
に
は
右
に
あ
げ
た
古
の
聖
王
だ
け
が
な

っ
た
の
で
は
な
く
、
上
帝
鬼
神
は
他
に
も
存
在
す
る
。
天
志
下

に
、

故
昔
也

三
代
之
聖
王
尭
舜
湯
文
武
之
兼
愛
之
天
下
也
、
從
而
利
之
、
移
其
百
姓
之
意
。
焉
率
以
敬
上
帝
山
川
鬼
神
。
天
以
爲
從
其
所
愛
、
而
愛

之
。
從
其
所
利
而
利
之
。
於
是
加
其
賞
焉
。
使
之
庭
上
位
、
、立
爲
天
子
、
以
法
也
。
名
之
日
聖
人
。

と
あ

っ
て
、
発
舜
湯
文
武
が
上
帝
山
川
鬼
神

(上
帝
鬼
神
と
山
川
鬼
神
)
を
敬

っ
た
と
あ
る
の
は
そ
れ
を
裏
か
ら
示
し
て
い
る
。

論
を
進
め
よ
う
。
墨
子
で
は
殷
周
交
代
時
、
周
の
武
王
が
諸
侯
の
国
に
、
旧
来
殷
王

が
祭

っ
て
い
た
殷
族
の
祖
先
神
と
地
域
的
な
自
然
神
と
を
祭

ら
せ
た
と
し
て
い
る
。
非
攻
下
第
十
九
に
、

(武
)
王
既
已
克
殷

、
成
帝
之
來

(費
の
誤
り
)。
分
主
諸
神
、
祀
紺
先
王
、
通
干
四
夷
。
而
天
下
莫
不
賓
。
焉
襲
湯
之
緒
。

と
あ
り
、
明
鬼
下
に
、

昔
者
武
王
之
攻
殷
誹
紺
也
、
使
諸
侯
分
其
祭
。
日
、
使
親
者
受
内
祀
、
疎
者
受
外
祀
。
故
武
王
必
以
鬼
紳
爲
有
。
是
故
攻
殷
伐
紺
、
使
諸
侯
分

其
祭
。
若
鬼
神
無
有
、
則
武
王
何
祭
分
哉
。

と
あ
る
。
後
者
の
間
詰
に
、
「使
親
者
受
内
祀
」
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、

謂
武
王
克
殷

、
分
命
諸
侯
、
使
主
殷

祀
也
。
非
攻
下
篇
云
、
王
既
已
克
殿
。
成
帝
之
來
、
分
主
諸
神
、
祀
紺
先
王
、
是
也
。
受
内
祀
、
謂
同
姓



之
國
、
得
立
祀
王
廟
也
。

と
あ
り
、
「疏
者
受
外
祀
」
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、

此
謂
異
姓
之
國
、
祭
山
川
四
望
之
属
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
内
祀
、
外
祀
が
見
え
る
が
、
伊
藤
道
治
氏
は
、

殷
代

に
お
け
る
祭
祀
に
は
、
自
然
神
信
仰
を
中
心
と
す
る
外
祭
と
、
先
王
に
対
す
る
五
祀
を
中
心
と
す
る
内
祭
と
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
も
の

が
、
交
互
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
し
か
も
外
祭
は
、
殷
が
他
族
を
征
服
し
て
ゆ
く
過
程
に
お

い
て
、
被
征
服
族
が
祭

る
地
域
の
中
心
的
な
神
を
、
殷
王
朝
が
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
外
祭
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
殷
王
朝
の
対
外

的
な
発
展

・
外
向
性
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
祀
は
、
王
位
の
継
承
に
も
と
つ
く
祭
祀
で
あ
り
、
殷

の
王
統
を
尊
重
す
る
、
い
わ
ば
内
向
的
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
祭
祀
は
、
本
来
別
系
統
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
殷
に

お
け
る
祖
先
祭
祀
の
優
位
性
に
よ
っ
て
、
外
祭
が
、
王
統
に
加
上
収
合
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
来
複
雑
な
構
成
を
も

　
け

　

つ
殷
の
王
朝
に
お
い
て
、
次
第
に
王
権
が
確
立
し
て
き
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

と
し
て
お
ら
れ
る
。
殷
王
が
被
征
服
族
が
祭
る
地
域
の
中
心
的
な
神
を
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
殷
王
が
そ
の
祭
祀
支
配
の
権
能
を
自

ら
の
手
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

蓋
し
間
詰
の
解
釈
は
、
殷
族

の
国
が
殷

の
祖
先
の
王
を
祭
り
、
そ
の
外
の
国
が
自
然
神
を
祭

っ
た
と
す
る
も
の
で
、
巨
覗
的
に
は
右
と
合
致
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
従

っ
て
い
う
と
、
前
者
は
殷
の
聖
王
で
あ
る
上
帝
鬼
神
、
後
者
は
山
川
鬼
神
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
右
の
墨
子
の
記
述
は
要
す
る
に
鬼
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
る
の
が
主
な
目
的
で
、
そ
の

一
環
と
し
て
内
祀
、
外
祀
を
分
け
掌
ら
せ
た
こ
と

を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
鬼
神
全
体
と
を
関
連
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従

っ
て
内
祀
、
外
祀
を
分
け
掌
ら
せ
る
こ
と
と
鬼
神

全
体
と
の
全
面
的
な
関
連
性
に
つ
い
て
の
説
明
は
不
充
分
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
そ
れ
は
も
と
も
と
殷

の
祖
先
神
で
な
い
上
帝
鬼
神
や

一
般

の
人
鬼
と

は
関
連
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
外
祀
に
つ
い
て
も
ど
れ
ほ
ど

(
殷
時
代
の
実
態
を
知

っ
た
上
で
)
つ
き
つ
め
た
理
解
を
示
し
て
い
る

の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

な
お
、
殷
王
朝
滅
亡
後
、
殷
族

は
周
王
朝
の
も
と
に
あ

っ
て
二
つ
の
形
を
と

っ
て
支
配
者
層
と
し
て
生
き
残

っ
た
。
そ
の

一
つ
は
帝
乙
の
子
微
子

が
諸
侯
と

し
て
宋
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
の
族
が
宋
の
支
配
者
層
と
な
っ
た
場
合
の
よ
う
に
、
諸
侯
の
国
の
君

(諸
侯
)
を
頂
点

と
す
る
支
配
者
層
と
し



て
で
あ
る
。
他
の

一
つ
は
魯
国
な
ど
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
の
君

(諸
侯
)
の
支
配
に
服
し
な
が
ら
も
国

(邑
)
に
お
い
て

(広
義
の
)
支
配
者
層

と
な
り
、
軍
事
力
を
も
ち
続
け
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。

い
ま
後
者
に
関
連
す
る
史
料
を
あ
げ
る
と
、
左
氏
伝
定
公
四
年

(前
五
〇
六
年
)
の
伝
に
、

(
前
略
)
子
魚
日
、
・.・昔
武
王
克
商
、
成
王
定
之
、
選
建
明
徳
、
以
蕃
屏
周
。
故
周
公
相
王
室
、
以
サ
天
下
、
於
周
爲
睦
。
分
魯
公

(周
公
の

子
魯
公
伯
禽
)
以
三
:
殷
民
六
族
條
氏
徐
氏
薫
氏
索
氏
長
勺
氏
尾
勺
氏

一
。
使
帥
其
宗
氏
、
輯
其
分
族
、
將
其
類
醜

。
以
法
則
周
公
、
用
即
命

干
周
。
是
以
使
之
職
事
工」魯
。
分
二
之
土
田
陪
敦
…

一。
因
商
奄
之
民
、
命
以
伯
禽
、
而
封
於
小
哩
之
虚

(曲
阜
に
あ
た
る
)。
分
康
叔

(康
叔

は
衛
の
祖
)
以
二
…
殿
民
七
族
陶
氏
施
氏
繁
氏
綺
氏
焚
氏
畿
氏
終
葵
氏

一
。
…
而
封
於
殿
虚

(朝
歌
に
あ
た
る
)。
分
唐
叔

(康
叔
は
晋
の
祖
〉

以
二
懐
姓
九
宗
…

一
。
而
封
於
夏
虚

(太
原
晋
陽
に
あ
た
る
)。
…
文
武
成
康
之
伯
猶
多
。
而
不
獲
是
分
也
、
唯
不
尚

年
也
。

と
あ
る
。
「懐
姓
九
宗
」
に
つ
い
て
は
、
会
箋
に
、
「言
懐
姓
九
宗
、
則
皆
姓
懐
　
、
知

一
姓
而
有
九
族
。
上
文
皆
殷

民
。
則
此
亦
必
殷
之
豪
族
耳
。

不
言
毅
民
者
、
文
僻
之
勢
也
。
(下
略
)」
と
あ
る
の
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「文
武
成
康
之
伯
」
は
文

・
武

・
成

・
康
四
王
の
子
で
年
長
の

も
の
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
魯
に
殼
族
と
商

・
奄
の
国
の
民
と
が
配
ら
れ
、
衛
と
晋
と
で
は
殷
族
が
そ
の
支
配
に
入
っ
た
の
を
物
語

っ

ハ　マ
　ヨ

て
い
る
。
会
箋
で
は
右
の
奄
は
醸
族
で
あ
る
が
、
魯
の
国
内

(た
だ
し
魯
の
国
城
の
外
)
に
居
た
。
魯
の
西
の
衛
は
か
つ
て
の
紺
の
畿
内
す
べ
て
を

支
配
し
え
ず
、
殷
民
で
魯
の
西
境
に
い
る
も
の
も
い
た
。
右
の
商

(子
姓
)
は
こ
れ
を
指
す
と
し
て
い
る
が
、
正
鵠
を
射

た
見
解
で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
、
魯
公
伯
禽
は
曲
阜

に
お
い
て
そ
の
同
族
で
あ
る
周
族
と
土
着
の
殷
族
、
そ
の
他
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
間
詰
に
は
、
さ
き
の
内
祀
、
外
祀
に
つ
い
て
、
別
に
、

祭
統
説
周
錫
魯
重
祭
。
云
外
祭
則
郊
祀
是
也
。
内
祭
則
大
嘗
締
是
也
。
彼
大
祀
非
凡
諸
侯
所
得
祀
。
蓋
不
在
所
受
之
列
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
宗
法
出
現
以
後
の
様
態
を
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
よ
り
も
さ
き
に
あ
げ
た
も
の
の
方
を
と

る
べ
き

で
あ
る
。

,

つ
ぎ

に
右
の
祖
先
神
と
山
川
の
自
然
神
と
を
祭
る
場
所
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
さ
き
に
周
の
武
王
が
殷

に
克

っ
て
の
ち

、
内
祀
、
外
祀
を
分
掌
さ

せ
た
こ
と
に
関
す
る
記
事
を
あ
げ
た
。
明
鬼
下
に
は
、
そ
れ
に
続
い
て
、

㈹
非
惟
武
王
之
事
爲
然
也
。
故
聖
王
其
賞
也
、
必
於
租
、
其
謬
也
、
必
於
肚
。
賞
於
祀
者
、
何
也
。
告
分
之
均
也
。
滲
於
肚
者
、
何
也
。
告
聴

之
中
也
。
非
惟
若
書
之
説
爲
然
也
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
続
い
て
、



マ
マ

㈲
且
惟
昔
者
虞
夏
商
周
三
代
之
聖
王
、
其
始
建
國
螢
都
日
、
必
澤
國
之
正
壇
、
置
以
爲
宗
廟
、
必
澤
木
之
脩
茂
者
、
立
以
爲
取
位

と
あ
る
。
こ
の
取
位
に
つ
い
て
は
守
屋
美
都
雄
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
同
氏
は
そ
の

「取
位
」
を

「叢
社
」
と
す
る
通
説
的
な
も
の
に
反
対
し
、

字
音
か
ら
の
推
論
を
主
軸
と
し
て
、
社
が
聚
落
の
中
心
で
あ
り
、
社
は
原
始
聚
落
の
発
生
と
と
も
に
設
け
ら
れ
た
標
識
で
、
聚
落
の
人
々
の
集
合
の

中
心
で
あ
る
と
と
も
に
、
土
地
占
有
の
事
実
を
外
に
向

っ
て
示
す
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
聚
落
そ
の
も
の
を
も
意
味
し
た
と
思
わ
れ
る
、
と
し
て

　
と

　め
　

お
ら
れ
る
。
こ
の
論
証
に
つ
い
て
は
池
田
末
利
氏
の
精
緻
な
反
対
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
守
屋
氏
と
は
別
の
観
点
か
ら
こ
の
記
事
を
と
り
あ
げ
、
こ
の

「位
」
を

「社
」

の
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
。

つ
ぎ

に
そ
れ
を
述
べ
る
。

右
の

「
取
位
」
に
続
い
て
、

必
揮
國
之
父
兄
慈
孝
貞
良
者
、
以
爲
祀
宗
、
必
澤
六
畜
之
勝
脂
肥
停
毛
、
以
爲
犠
牲
、
珪
壁
珠
瑠
、
稻
財
爲
度
。
必
揮
五
穀
之
芳
黄
、
以
爲
酒

醗
粟
盛
。
故
酒
醗
棄
盛
、
與
歳
上
下
也
。
故
古
聖
王
治
天
下
也
、
故
必
先
鬼
神
、
而
後
人
者
此
也
。
故
日
官
府
選
効
、
必
先
祭
器
祭
服
、
畢
藏

マ
マ

於
府
、
祝
宗
有
司
、
畢
立
於
朝
、
犠
牲
不
與
昔
聚
群
。
故
古
者
聖
王
之
爲
政
若
此
、
古
者
聖
王
必
以
鬼
沖
爲
、
其
務
鬼
碑
厚
　
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
祝
を
立
て
犠
牲
酒
酸
棄
盛
を
供
し
て
鬼
神
を
祭

っ
て
い
る
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
祭
り
の
対
象
と
な
る
鬼
神
は
、
さ

き
の
鋤
、
個
を
あ
わ
せ
見
る
と
、
当
然
宗
廟
　
祖
と
社
　
取
位
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
取
位
の
位
は
社
を
正
し
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、

墨
子
耕
柱
第
四
十
六
に
、

子
墨
子
日
、
季
孫
紹
與
孟
伯
常
、
治
魯
國
之
政
、
不
能
相
信
。
而
祀
於
叢
肚
、
日
筍
使
我
和
。
是
猫
鼻
其
目
、
而
祝
於
叢
肚
煽
㏄
筍
使
我
皆
椰
。

豊
不
　
哉
。

と
あ
る
。
季
孫
紹
、
孟
伯
常
は
と
も
に
魯
国
の
大
夫
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
叢
社
は
魯
侯
の
社
の
こ
と
と
し
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
墨
子
に
は
こ
う

し
た
叢
社
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
さ
き
の

「飯
位
」
が
叢
社
な
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
推
定
を
さ
さ
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
社
と
叢
沢

(
1ー
藪
沢
)
と
が
結
び

つ
く
べ
き
が
予
測
さ
れ
る
。
い
ま
そ
う
し
た
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

周
礼
司
徒
教
官
之
職
大
司
徒
に
、

設
其
杜
稜
之
埴
。
而
樹
之
田
主
、
各
以
其
野
之
所
宜
木
、
遂
以
名
其
肚
與
其
野
。

と
あ
る
。

こ
こ
に
社
と
な
ら
ん
で
穫
が
見
え
る
が
、
周
礼
司
徒
教
官
之
職
封
人
に
、
封
人
の
職
と
し
て
、
「掌
設
王
之
肚
境

、
爲
畿
封
而
樹
之
。
凡

封
國
、
設
其
肚
穰
之
埴
、
封
其
四
彊
。
造
都
邑
之
封
域
者
、
亦
如
之
。」
と
あ
り
、
鄭
注
に
そ
の
稜
を

「肚
之
細
也
。」
と
し

て
い
る
。
右

の
稜
は
こ



の
よ
う
に
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
大
司
徒
の
鄭
注
に

「所
宜
木
、
謂
若
松
柏
栗
也
。
若
以
松
爲
肚
者
、
則
名
松
肚
之
野
、
以
別
方
面
。」
と
あ
る
が
、
大
司
徒
の
野
の
場
合
、

社
名
と
野
の
藪
沢
の
代
表
的
な
樹
木
の
名
と
が

一
致
す
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
玉
海
巻
九
丸
郊
祀
の
後
漢
志
注
に
引
く
尚
書
逸
篇
に
、

大
肚
惟
松
、
東
肚
惟
栢
、
南
肚
惟
梓
、
西
肚
惟
粟
、
北
肚
惟
椀
。

と
あ
る
。
(
こ
れ
と
も
と
同

一
史
料
に
出
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
後
漢
書
巻
九
十
九
祭
祀
下
社
稜
の
劉
昭
注
補
に
見
え
る
。
)
ま
た
、
論
語
八
傍
第

三
に
、哀

公
問
肚
於
宰
我
、
宰
我
封
日
、
夏
后
氏
以
松
。
殷
人
以
栢
。
周
人
以
栗
。
日
使
民
戦
栗
也
。

と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
民
を
し
て
戦
栗
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
宰
我
が
哀
公
に
三
桓
氏
を
征
伐
す
る
こ
と
を
懲
悪
し
た
も
の
で
、
こ
の
際
論
議
の
外

に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
際
、
か
つ
て
社
と
結
び

つ
き
そ
の
名
を
同
じ
く
し
た
藪
沢
が
あ
り
、
そ
の
名
残
り
が
右
の
よ
う
な
形

で
現
わ
れ
て
い
る
可

能
性
が
大
き

い
と
い
え
よ
う
。
第
三
節
で
と
り
あ
げ
る
宋
の
桑
林
な
ど
は
そ
の
本
来
の
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
漢
書
讐
上
郊
祀
志
に
、

漢
の
高
祖
が
初
め
て
起

っ
た
と
き
豊
邑
の
粉
楡
社
に
禧

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
顔
師
古
は
こ
の
扮
楡

(白
色
の
に
れ
)
を
社
神
と
し
そ
れ
を
名

と
し
た
と
し
て
い
る
が
、
樹
木
名
が
社
名
に
な

っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
も
亦
右
の
名
残
り
と
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
こ
の
粉
楡
社
は
豊
の

社
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
六
鱈
巻
四
略
地
に
、

家
樹
肚
叢
勿
伐

と
あ
る
。
こ
う
し
た
家
は
周
知
の
よ
う
に
社
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
社
に
樹
木
が
あ
る
と
同
時
に
そ
の
社
に
結
び

つ
い
て

い
る
藪
沢
の
あ
る
の
を

察
せ
し
め
る
。

こ
こ
で
さ
き
の
祖
と
社
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
守
屋
氏
は
、

郭
沫
若
氏
も
云
わ
れ
た
よ
う
に
、
書
経
甘
誓
篇
に
は
、
命
を
用
う
る
も
の
は
祖
に
賞
し
、
命
を
用
い
ざ
る
も
の
は
社
に
裁

せ
ん
、

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
周
礼
春
官
小
宗
伯
に
、

建
国
の
神
位
、
社
穰
を
右
に
し
宗
廟
を
左
に
す
、



と
あ
る
の
と
同
じ
く
、
社
と
神
と
を
明
快
に
分
離
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
退
い
て
考
え
て
み
る
と
、
戦
争
の
勝
敗
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
結
果
は
正
反

対
で
あ

っ
て
も
、
戦
争
と
い
う
点
に
関
す
る
限
り
同
じ
性
格
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
の
同
じ
性
格
の
も
の
を

一
は
祖
の
前

で
、
他
は
社
の
前
で
行

う
と
い
う

の
は
む
し
ろ
不
自
然
な
分
離
で
、
却

っ
て
そ
れ
以
前
に
お
け
る
祖
と
社
と
の
合
致
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　ハ
　

と
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
㈲
に
祖
に
賞
し
、
社
に
謬
す
る
と
あ
る
の
は
、
明
鬼
下
の
別
の
と
こ
ろ
に
見
え
る
萬
誓
に
、
そ
の
前
後
の
様
態
を
と
も

な
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
尚
書
夏
書
甘
誓
に
は
、
そ
の
前
後
の
様
態
を
と
も
な
っ
て

「用
命
賞
干
租
、
弗
用
學
鐵
干
肚
」
と
し
て
記
さ
れ
て

い
る
。
両
者
の
記
述
は
必
ず
し
も
合
致
し
て
い
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
そ
こ
に
採
用
さ
れ
た
古
伝
説
は
そ
れ
ほ
ど
古

い
も
の

で
は
な
か
ろ
う
。
思
う

に
、
明
鬼

で
は
恐
ら
く
周
時
代
殷

族
は

(宗
)
廟

で
祖
先
神
を
祭
り
、
社
で
自
然
神
を
祭
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が

、
そ
れ
は
周
族
な
ど
が

(宗
)
廟

で
祖
先
神
を
祭
り
、
社
で
自
然
神
を
祭
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
も
と

も
と

(宗

)
廟
も
社
も
同
じ
く
祖
先
神
を
祭
る
も
の
で
あ

っ
た
。
明
鬼
に
も
そ
の
痕
跡
が
あ
る
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
第

三
節
で
は
周
時
代
も
と

も
と
よ
り
遠
い
祖
先
神

(始
祖
神
な
ど
の
遠
祖
神
)
が
祓
で
、
よ
り
近
い
租
先
紳
が

(宗
)
廟
で
祭
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。

そ
う
す
る
と
、
諸
侯
の
社
に
お
け
る
社
神
は
、
土
地
神
で
も
あ
る
か
ら
社
神
は
複
数
の
性
格
の
神
と
な
る
。
第
三
節
で
引
用
す
る

・
左
氏
伝
昭
公

元
年
の
伝

に
見
え
る
、
台
胎
が
沿
水
の
自
然
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
扮
水
流
域
の
四
国
の
諸
侯
の
租
先
神
で
も
あ
っ
た
の
は
、
古

い
中
国
の
神
が
複

数
の
神
格
を
も

っ
た

一
例
と
な
ろ
う
。
な
お
、
明
鬼
下
に
は
、

.・

..
於
古
日
、
吉
日
丁
卯
、
周
代
祀
肚
方
。
歳
於
枇
者
考
、
以
延
年
壽
。
若
無
鬼
神
、
彼
宣
有
所
延
年
壽
哉
。
是
故
子
墨
子
日
、
嘗
若
鬼
棘
之

能
賞
賢
如
罰
暴
也
。
蓋
本
施
之
國
家
、
施
之
萬
民
、
實
所
以
治
國
家
、
利
萬
民
之
道
也
。

と
あ
る
。
間
詰
に
は
卯
は
卵

(酉
)
の
誤
り
と
し
て
い
る
。
祝
は
蓋
し
祀
の
誤
り
で
あ
り

「歳
於
砒
者
考
」
に
は
脱
字
が
あ
ろ
う
。
詩
経
大
雅
雲
漢

に
は
、
「方
肚
不
莫
。」
と
あ
る
が
、
こ
の

「方
肚
」
は
名
詞
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
は
方
祭
の
意
味
で
、
四
方
と
は
い
さ
さ
か
性
格
を
異
に
す
る
が
、

宗
教
的
意
味
に
お
い
て
や
は
り

一
連
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
方
、
方
は
地
祇
の
四
望
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
百
神
を
含
む
広
範
囲
の
祭
祀
対
象
で

　レ
　

あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
古
い
中
国
宗
教
の
特
徴
と
も
い
う
べ
き
多
神
観
を
表
現
し
て
い
る
。

第
三
節

社
と
祖
先
神

本
節
は
本
来
土
地
神
を
祭
る
社

で
始
祖
神
を
含
む
遠
祖
神
を
祭
る
場
合
が
生
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
。



池
田
氏
は
、
社
は
土
の
祭
祀
を
意
味
し
て
い
た
が
、
土
地
崇
拝
の
原
本
形
態
は
土
地

一
般
に
対
す
る
崇
拝
の
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

へ　
　

地
母
神
と
し
て
の
社
の
本
質
は
祖
神
崇
拝
に
遡
源
す
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。

一
方
、
伊
藤
氏
は
、
殷
代
の
自
然
神
の

一
つ
で
あ
る
土
即
ち
社
神
に

大
地
母
神
的

な
性
格
を
見
よ
う
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
土
神
に
こ
れ
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
殷
代
の
資
料

に
関
す
る
限
り
は
不
可

能
で
あ
る
。
勿
論
土
神
に
は
他
の
自
然
神
と
は
異
な

っ
た
性
格
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
差
違
が
生
じ
た
理
由
に
は
、
殷
の
最
高
神
で
あ
る
上
帝
と

ハい
　

の
関
係
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。
社
神
は
土
地
神
で
あ
る
、
と
い
う
の
は

一
般
的
な
理
解

で
あ
る
。
筆
者
も
そ
の
点
に
異

論
は
な
い
。
問
題
は
そ
う
し
た
社
神
に
始
祖
神

(遠
祖
神
を
含
む
)
と
し
て
の
性
格
が
加
わ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
、
殷

の
神
々

に
つ
い
て
、
最
高
の
位
置
に
お
か
れ
て
い
た
の
が
帝
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
天
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
は
、
殷
代
に

お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
行
事

で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
周
以
後
に
お
い
て
も
、
宗
廟
に
お
け
る
祭
祀
と
し
て
重
視
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
自
然
神
は
、

稔
り
や
雨
i

こ
の
雨
も
稔
り
の
た
い
せ

つ
な
要
素
で
あ

っ
た
ー

に
影
響
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
の
時
代
に
は
、
社
稜
の
祭
祀
と
な
る
も

の

で
あ

っ
た

。
社

は

土

神

、

稜

は

穀

物

神

で
あ

る
。

た
だ
殷

代

で

は

、

こ

れ

も
血

縁

に
組

み

こ

も

う

と

す

る
傾

向

が

あ

っ
た

。

こ

の
傾

向

は

周

の
始

ハれ
ソ

祖
が
后
稜
と
よ
ば
れ
て
い
た
と
い
う
伝
説
に
も
残

っ
て
い
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
伊
藤
氏
は
、
本
来
異
族
の
神
で
あ

っ
た
自
然
神
が

(神

　
の

　

格
と
し
て
は
祖
先
神
と
は
異
な
り
、
祭
祀
と
し
て
も
異
な
る
け
れ
ど
も
)
先
公
神
と
し
て
殷
の
系
譜
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
、
貝
塚
茂
樹
氏
は
、
盤
庚
に
率
い
ら
れ
て
殷
虚
に
移
住
し
て
来
た
殷
の
民
族
が
そ
こ
に
都
邑
を
建
設
し
た
と
き
、
こ
の
地
で
祭
ら
れ
て
い
た
社

神
を
そ
の
ま
ま
に
奉
祀
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
殷

の
神
話
的
高
祖
神
の
う
ち
に
相
土
す
な
わ
ち
土
神
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
殷
人
が
そ
の
故
地
に

於
て
奉
祀
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
殼
虚
に
於
て
新
た
に
土
着
の
土
神
を
奉
祀
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
の
祭
祀

は
殷
虚
に
於
け
る
土
着

民
で
あ
る
都
市
の
住
民
の
た
め
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
政
治
的
権
力
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
正
し
く
殷
虚
と
い
う
都
市
国
家
の
守
護
神

で
あ

っ
た
。
し
か
し
毅
王
朝
は
、
こ
の
自
己
と
は
血
縁
的
に
全
然
関
係
の
な
い
守
護
神
を
も
自
己
の
王
朝
の
血
統
上
の
祖
先
と
し
て
擬
人
化
し
、
祖

宗
神
化
し
よ
う
と
試
み
、
上
甲
微
以
下
の
四
公
の
神
格
を
人
工
的
に
分
化
せ
し
め
た
。
し
か
し
宗
廟
に
於
け
る
神
主
に
よ

っ
て
祭
ら
れ
る
殷
王
朝
の

一
般
祖
宗
神
と
、
門
外
の
肪
に
於
て
家
土
の
社
に
於
て
祭
ら
れ
る
四
公
の
神
と
の
祭
儀
神
格
の
相
違
は
、
こ
れ
を
完
全
に
擬
人
化
し
、
同

一
の
祖
宗

へ
が

　

神

と

化

す

る

こ
と

を

許

さ

な

か

っ
た

の

で

、

そ

こ

に
名

号

・
祭

法

上

の

特

殊

性

を

そ

の
ま

ま

保

存

せ
ざ

る

を

得

な

か

っ
た

、

と

し

て

お

ら

れ

る
。

右

は
殷

時

代

に

つ
い

て

の

こ

と

で

あ

る

が

、

周

時

代

に

な

る

と

、

そ

の
始

め

が

い

つ
か

わ

か

ら

な

い
が

、

諸

侯

の
社

の
社

神

が
諸

侯

の
祖

先

神

で

も
あ

る
と

い

っ
た

こ
と

が

出

て

く

る

。

い
ま

そ

れ

を

考

え

て
み

よ

う

。



論
を
進
め
る
に
先
立
ち
、
帝
　

上
帝
、
天
の
性
格
の
変
化
に
ふ
れ
て
お
く
。
帝
"
上
帝
は
も
と
も
と
天
と
同

一
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
の
ち
そ
れ
は
始
祖
神
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
き
て
い
る
。
こ
れ
は
第
二
節
で
見
た
詩
経
閣
宮
に
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
礼
記
曲

礼
下
第
二
に
、
天
子
の
喪
を
諸
侯
に
告
げ
る
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

告
喪
日
天
王
登
仮
。
措
之
廟
、
立
之
主
日
帝
。

と
あ
る
。
そ
の
鄭
注
に
、
「
同
天
神
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
祖
神
崇
拝
と
帝
崇
拝
と
の
融
合
が
の
ち
の
ち
ま
で
も
働
い
て
い
た

こ
と
を
察
せ
し
め
る
。

曲
礼
は
氏
族
制
崩
壊
後
の
後
代
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
廟
神
は
始
祖
神
を
含
む
。
右
は
始
祖
神
崇
拝
と
帝
崇
拝
と
が
そ
う
し
た
廟
が
出
現

し
て
も
引
続
き
融
合
し
て
存
在
し
て
い
る
の
を
察
せ
し
め
よ
う
。

一
方
、
天
の
場
合
、
引
続
き
旧
来
の
性
格
を
も

つ
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
恐
ら
く
は
戦
国
末
中
央
集
権
国
家
の
出
現
が
予
測
さ
れ
期
待
さ
れ
た
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
葡
子
礼
論
に
は

王
者
天
太
祀
。

と
あ

っ
て
、
天
も
亦
王

(具
体
的
に
は
周
の
天
子
)
の
祖
先
神

(蓋
し
始
祖
神
を
含
む
)
と
考
え
ら
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

さ
て
、
礼
記
礼
運
第
九
に
、

孔
子
日
、
鳴
呼
哀
哉
。
我
観
周
道
、
幽
属
傷
之
。
吾
舎
魯
何
適
　
。

魯
之
郊
締
非
礼
也
。
周
公
其
衰
　
。
杞
之
郊
也
、
萬
也
。
宋
之
郊
也
、
契
也
。
是
天
子
之
守
事
也
。
故
天
子
祭
天
地
、
諸
侯
祭
肚
稜
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
魯
の
郊
締
が
非
礼
で
あ
る
、
と
見
え
る
。
鄭
玄
は
そ
れ
に
つ
い
て

「非
、
猶
失
也
。
魯
之
郊
、
牛
口
傷
、
腱
最
食
其
角
。
…
是
周

公
之
道
衰
　
。
言
不
能
子
孫
奉
行
興
之
。」
と
し
、
ま
た
、
「先
租
法
度
、
子
孫
所
當
守
。」
と
し
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
杞
で
郊
に
お
い
て
そ
の

始
祖
神
萬
を
祭
り
、
宋
で
郊
に
お
い
て
そ
の
始
祖
神
契
を
祭
る
よ
う
に
、
魯
で
郊
に
お
い
て
そ
の
始
祖
神

(帝
、
あ
る
い
は
后
穰
)
を
祭
る
が
、
そ

の
祭
り
が
不
充
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
理
解
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
正
解
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
礼
運
に
は
、
ま
た
、

孔
子
日
、
我
欲
観
夏
道
。
是
故
之
杞
。
而
不
足
徴
也
。
…
我
欲
観
殷
道
。
是
故
之
宋
。
而
不
足
徴
也
。

と
し
て
い
る
が
、
孔
子
は
右
の
杞
、
宋
の
郊
で
の
祭
り
も
当
時
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
、
右
で
は
夏
の
始
祖

神
は
萬
と
な

っ
て
い
る
が
、
史
記
巻
二
夏
本
紀
で
は
、
禺
は
黄
帝
の
玄
孫
で
纈
項
の
孫
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
引
の
史
記
周
本
紀
で
は
祝
国
が
黄
帝

の
後
と
な

っ
て
そ
の
祭
り
を
奉
じ
、
杞
国
が
禺
の
後
と
な
っ
て
そ
の
祭
り
を
奉
じ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
、
禺
が
黄
帝

の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
伝

承
が
あ
る

に
し
て
も
、
右
で
は
杞
国
の
始
祖
神
は
禺
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。



や
や
結
論
的
に
い
う
と
、
礼
運
の
さ
き
の
記
事
は
孔
子
の
言
と
し
て
、
周
の
天
子
の
幽
王
や
属
王
は
周
の
道
を
傷
け
、
周
族
で
あ
る
魯
の
始
祖
神

の
郊
や
締
の
祭
り
も
正
し
さ
を
失

っ
て
い
る
。
後
者
は
魯
の
祖
先
神
で
あ
り
、
周
族
の
範
と
す
る
周
公
の
道
の
衰
え
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
し
か

し
、
吾
は
魯
を
舎
て
て
何
く
に
適

こ
う
か
。
天
子
は
そ
の
天
地
の
祭
り
を
守
る
と
同
時
に
、
諸
侯
の
国
に
お
い
て
、
(例
え
ば

、
)
魯
が
そ
の
始
祖
神

帝

(あ
る
い
は
后
稜
)
を
郊
で
祭
る
よ
う
に
、
杞
が
そ
の
始
祖
神
禺
を
郊
で
祭
り
、
宋
が
そ
の
始
祖
神
契
を
郊
で
祭
る
の
を
守
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
祭
り
は
諸
侯
で
は
社
稜
の
祭
り
と
な
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
社
神
は
郊
　
締

の
祭
り
の
対
象
神
と
同

一

の
も
の
と
な
る
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
こ
の
際
の
稜
は

(周
族
の
始
祖
神
后
稜

の
こ
と
と
す
る
よ
り
も
、
)
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鄭
玄
は
稜

を
社
の
細
い
も
の
と
し
て
い
る
が
、
社
に
副
次
的
に
そ
え
て
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　お
ソ

右
の
締
は
始
祖
神
の
祭
り
で
あ
る

(
た
だ
し
、
配
祀
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
〉
が
、
右
で
は
こ
れ
が
郊
祭
と
混
合
さ
れ
た
形

で
現
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
礼
記
祭
法
第
二
十
三
に
、

祭
法
、
有
虞
氏
締
黄
帝
而
郊
馨
、
租
纈
項
而
宗
尭
。
夏
后
氏
亦
締
黄
帝
而
郊
縣
、
租
纈
項
而
宗
萬
。
殿
人
締
馨
而
郊
冥
、
祀
契
而
宗
湯
。
周
人

締
響
而
郊
稜
、
租
文
王
宗
武
王
、
旙
柴
於
泰
壇
、
祭
天
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
も
亦
締
が
郊
と
や
や
混
同
し
た
形
を
と

っ
て
い
る
。
こ
の
鄭
注
に
、
「締
郊
租
宗
、
謂
祭
祀
以
配
食
也
。
此
楴
謂
祭
昊
天
於
圓
丘
也
。

祭
上
帝
於
南
郊
日
郊
。
(下
略
)」
と
あ
る
。
こ
の
配
祀
と
い
う
理
解
の
正
否
は
旧
来
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
き
の
礼
運
の
よ
う

な
形
を
と
り
直
接

(天
神
的
性
格
を
も
つ
)
黄
帝
、
馨
な
ど
の
始
祀
神
を
祭

っ
た
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
(
さ
き
の
礼
運
の
記
事
に
よ

っ
て

い
え
ば
、
右

の
郊
は
鄭
注
の
よ
う
に
は
読
む
べ
き
で
な
い
。
)
た
だ
し
右
の
際
、
締
と
郊
と
に
ズ
レ
が
あ
る
が
、

一
括
し
て
、
始
祖
神
を
含
む
遠
祖

神
の
祭
り
と

し
て
理
解
で
き
よ
う
。
何
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
い
ま
ま
で
の
理
解
を
基
本
的
に
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
郊
に
は
后
稜
を
配
祀
す
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
記
明
堂
位
第
十
四
に
、
い
わ
ゆ
る
魯
郊
に
つ
い
て
、

祀
帝
干
郊
。
配
以
后
稜
。
天
子
之
礼
也
。

と
あ
る
。
こ
の
帝
は
天
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
孝
経
聖
治
章
第
九
に
、
「曽
子
日
」
と
し
て
、

昔
者
周
公
郊
祀
后
稜
、
以
配
天
。
宗
祀
文
王
於
明
堂
、
以
配
上
帝
。

と
あ
る
。
こ
の
上
帝
は
天
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
周
族
が
行

っ
た
郊
に
お
け
る
祭
天
が
、
始
祖
神
を
祭
る
楴
に
接
近
し
て
い
る
の
を
示
し
て

い
る
。



前
者
、
後
者
何
れ
が
よ
り
古
い
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
礼
運
に
お
い
て
郊
と
締
と
が
始
祖
神
の
祭
り
で
、
か
つ
社
神
の
祭
り
で

あ
る
と
い
う
点
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
中
庸
に
、

郊
肚
之
禮
、
所
以
事
上
帝
也
。
宗
廟
之
禮
、
所
以
祀
乎
其
先
也
。
明
乎
郊
肚
之
禮
、
締
嘗
之
義
、
治
國
、
其
如
示
諸
掌
乎
。

と
あ
る
も

の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
郊
社
の
祭
り
が
上
帝
に
事
え
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
社
の
祭
り
は
引
続

き
土
地
神
の
祭
り
と
し

て
の

一
面
を
も

っ
て
い
る
が
、
天
の
神
と
し
て
の
上
帝
は
も
ち
ろ
ん
土
地
神
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
上
帝
と
土
地
神
と
が
混
同
す
る
こ
と

は
な
い
。

そ
れ
と
さ
き
の
礼
運
の
郊
締
、
社
の
記
事
、
第
二
節
で
引

い
た
詩
経
閣
宮
な
ど
で
見
た
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
考
え
て
、
こ
の
上
帝
11
帝
は
自

然
神
的
性
格
の
強
い
周
の
始
祖
神
の
名
残
り
が
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
郊
は
形
態
上

(
国
城
の
外
の
)
郊
に
お
け
る
祭
り
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
社
は
も
と
も
と
郊
の
叢
林
　
藪

沢
に
お
か
れ
、
そ
こ
で

郊
の
祭
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
も

一
応
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
明
証
を
欠
く
。

た
だ
し
、
天
子
が
そ
の
廟
で
始
祖
神
を
祭
り
、
そ
れ
だ
け
に
始
祖
神
の
祭
り
が
廟
と
結
び

つ
い
て
き
た
と
き
、
ま
た
、
諸
侯
以
下
が
始
封
君
の
父

で
あ
る
王
を
祭
り
え
な
く
な
っ
た
と
き

(
こ
れ
は
少
な
く
と
も
建
前
上
、
必
ず
し
も
周
族
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
他
族
に
あ

っ
て
も
、
か
つ
て
そ

の
直
系
の
祖
先
に
王
が
い
た
場
合
、
血
縁
上
あ
る
い
は
伝
承
上
の
始
祖
神
、
遠
祖
神
を
祭
り
え
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
)
郊
社
の
祭

り
の
性
格

が
変

っ
て
く
る
。
い
ま
そ
れ
を
瞥
見
す
る
。
礼
記
王
制
に
、

天
子
諸
侯
宗
廟
之
祭
、
春
日
酌
、
夏
日
楴
、
秋
日
嘗
、
冬
日
薫
。
天
子
祭
天
地
、
諸
侯
祭
肚
稜
、
大
夫
祭
五
祀
。
天
子
祭
天
下
名
山
大
川
。
五

嶽
硯

三
公
、
四
漬
視
諸
侯
。
諸
侯
祭
名
山
大
川
之
在
其
地
者
。
天
子
諸
侯
、
祭
因
国
之
在
其
地
而
無
主
後
者
。
天
子
植
酌
、
袷
締
、
袷
嘗
、
袷

熊
。
諸
侯
酌
則
不
楴
、
楴
則
不
嘗
、
嘗
則
不
薫
、
熱
則
不
酌
。
…
天
子
肚
稜
皆
大
牢
、
諸
侯
肚
稜
皆
少
牢
。

と
あ
る
。
そ
の
嘗
、
楴
は

(宗
法
に
お
け
る
)
宗
廟
の
祖
先
神

(天
子
の
場
合
、
始
祖
神
を
含
む
)
の
祭
り
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
砒
は
土
地

神
の
祭
り
と
な
る
。
ま
た
、
礼
記
曽
子
問
第
七
に
、
天
子
七
廟
制
時
代
の
も
の
と
し
て
、

曽
子
問
日
、
天
子
嘗
締
郊
肚
五
祀
之
祭
、
童
箆
既
陳
。
天
子
崩
、
后
之
喪
、
如
之
何
。

と
あ
る
。

こ
の
嘗
、
締
、
郊
、
肚
、
五
祀
は
別
々
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
嘗
、
楴
、
耐
も
ほ
ぼ
右
に
見
え
る
も
の
に
該
当
し
よ
う
。
こ
の
郊
は
恐
ら

　ゆ
　

く

(
郊

と

い
う

場
所

で

の

)σ
祈

穀

祀

天

の

祭

り

で
あ

ろ

う

。



な
お
、
明
堂
位
に
、

季
夏
六

月
、
以
締
禮
、
祀
周
公
於
大
廟
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
天
子
七
廟
、
諸
侯
五
廟
の
廟
制
が
出
現
し
て
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
肚
に
つ
い
て
、

一
つ
の
形
と
し
て
、
土
地
神
で
同
時
に
祖
先
神

(始
祖
神
を
含
む
)
的
性
格
を

も
つ
も
の
を
祭
る
も

の
か
ら
専
ら
土
地
神
を
祭
る
も
の
へ
の
変
化
を
想
定
す
べ
く
、
楴
に
つ
い
て
、

一
つ
の
形
と
し
て
、
か
つ
て
肚
で
祖
先
神
を
祭

っ
た
の
か
ら
宗
廟
で

祖
先
神
を
祭

る
も
の
へ
の
変
化
を
想
定
す
べ
く
、
ま
た
諸
侯
の
場
合
、
始
祖
神
を
祭

っ
た
の
か
ら
、
そ
の
上
限
と
し
て
始
封
君
を
祭
る
も
の
へ
の
変

化
を
想
定
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
(ち
な
み
に
、
礼
運
の

「諸
侯
祭
肚
稜
」

の
内
容
は
王
制
の
そ
れ
と
違

っ
て
い
る
。
礼
関
係
の
記
事
が
、
表
現

が
同
じ
よ
う
で
も
内
容
が
違
う
こ
と
の
あ
る
の
は
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
管
子
問
第
二
十
四
で
は
五
祀
を
祭
る
の
は
天
子

で
あ
る
が
、
王
制
で
は
大
夫
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ま
ま
で
見
た
と
こ
ろ
で
は
郊
は
諸
侯
の
祭
り
で
も
あ

っ
た
が
、
葡
子
礼
運

で
は
専
ら
天
子
の
祭
り

と
な

っ
て
い
る
。
)

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
肚
が
始
祖
神
以
下
の
遠
祖
神
を
祭

っ
て
い
た
時
期
が
あ

っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
法
苑
珠
林
巻
五
十
七
君
臣
篇
第
四
十

一
に
、

燕
臣
荘
子
儀
無
罪
。
而
簡
公
殺
之
。
子
儀
日
、
死
者
無
知
則
已
。
若
其
有
知
、
不
出
三
年
、
必
使
君
知
之
。
碁
年
簡
公
祀
於
租
沢
。
燕
之
有
祀

沢
、
猶
宋
之
有
桑
林
。
國
之
大
祀
也
。
男
女
観
。
子
儀
起
於
道
左
、
荷
朱
杖
撃
公
。
公
死
於
車
上
。

と
あ
る
。
こ
の
ー
の
部
分
は
、
墨
子
明
鬼
下
で
は
、

期
年
燕
將
馳
祀
。
燕
之
有
祀
、
當
斉
之
肚
稜
、
宋
之
有
桑
林
、
楚
之
有
雲
夢
也
。

と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
文
字
に
誤
り
が
あ
る
。
そ
の

「
祀

(
二
つ
)」
は
租
沢
と
す
べ
く
、
「當
」
は
猶
と
す
べ
く
、
「斉
之
社
稜
」
は

「斉
之

有
肚
稜
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
斉
に
は
海
隅
と
い
う
藪
沢
が
あ
る
。
右
の
社
稜
は
そ
う
し
た
藪
沢
名
の
誤
り
と
み
る

こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

斉
に
つ
い
て
は
社
稜
を
あ
げ
、
宋
、
楚
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
藪
沢
名
を
あ
げ
、
以
て
互
文
的
に
社
稜

(
と
く
に
社
)
と
藪
沢
と
に
結
び

つ
き
が
あ

る
の
を
察
せ
し
め
る
、
と
い
っ
た
書
き
か
た
を
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

顔
之
推
の
寛
魂
記

で
は
燕
侯
が
祖
沢
で
祭
る
こ
と
が
宋
侯
が
桑
林

で
祭
る
の
と
同
様
国
の
大
祀
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
後
述

の
よ
う
に
、
宋
に
は

桑
林
の
肚
が
あ
る
。
こ
れ
は
宋
の
社
が
桑
林
と
い
う
叢
沢

(
11
藪
沢
)
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。

こ
の
祖
沢
は
宋
の
桑
林
と
並
べ



ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
同
名
の
叢
沢
を
も
つ
肚
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
雲
夢
も
亦
叢
沢
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
右
の
桑
林
、
祖
沢
と

同
様
の
こ
と
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
大
祀
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
国
語
魯
語
上
に
、

海
鳥

日
愛
居
、
止
於
魯
東
門
之
外
三
日
。
藏
文
仲
使
国
人
祭
之
。
展
禽
日
、
越
哉
、
藏
孫
之
爲
政
也
。
夫
祀
國
之
大
節
也
。
而
節
政
之
所
成
也
。

故
愼
制
祀
以
爲
國
典
。
今
無
故
而
加
典
。
非
政
之
宜
也
。
夫
聖
王
之
制
祀
也
、
法
施
於
民
則
祀
之
。
以
死
勤
事
則
祀
之

。
以
労
定
國
則
祀
之
。

能
禦
大
災
則
祀
之
。
能
拝
大
患
則
祀
之
。
非
是
族
也
、
不
在
祀
典
。
・:

幕
能
帥
額
項
者
也
。
有
虞
氏
報
焉
。
仔
能
帥
禺
者
也
。
夏
后
氏
報
焉
。
上
甲
微
能
帥
契
者
也
。
商
人
報
焉
。
高
園
大
王
能
帥
稜
者
也
。
周
人
報

焉
。
凡
楴
郊
租
宗
報
、
此
五
者
國
之
典
祀
也
。
加
之
以
肚
稜
山
川
之
神
。
皆
有
功
烈
於
民
者
也
。
及
前
哲
令
徳
之
人
、
所
以
爲
明
質
也
。
及
天

之
三
辰
、
民
所
以
謄
仰
也
。
及
地
之
五
行
、
所
以
生
殖
也
。
及
九
州
名
山
川
沢
、
所
以
出
財
用
也
。
非
レ
是
不
在
祀
典

。
今
海
鳥
至
。
己
不
知

而
祀
之
、
以
爲
國
典
、
難
以
爲
仁
且
知
　
。

と
あ
る
が
、
そ
こ
に
諸
侯
の
国
の
祀
の
基
本
と
す
る
も
の
と
し
て
締
、
郊
、
租
、
宗
、
報
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
締
、
郊
、
祖
、
宗
は
祖

先
神
の
祭

り
で
あ
る
。
報
は
功
の
あ
る
も
の
へ
の
報
功
の
祭
り
で
あ
る
。
そ
の
史
料
が
、
社
稜
を
専
ら
土
地
神
と
す
る
の
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
か
な

り
後
代
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
う
し
た
報
功
と
い
っ
た
も
の
も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
遡

っ
て
諸
侯
の
国
に
お
い
て

(報
を
除
く
)
祖
先
神
の
祭
り
を
大
祀
と
し
た
の
を
察
せ
し
め
よ
う
。

な
お
、
左
氏
伝
成
公
十
三
年

(前
五
七
八
年
)
の
伝
に
、
「劉
子
日
」
と
し
て
、

国
之
大
事
、
在
祀
与
戎
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
国
の
大
事
が
祀
と
戎
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
前
後
の
記
事
を
あ
わ
せ
見
た
際
、
戎
事
に
あ
た

っ
て
肚
で
祭
る
べ
き
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
左
氏
伝
文
公
二
年
の
伝
に
、

祀
、
國
之
大
事
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
諸
侯
に
つ
い
て
、
始
祖
神
以
下
の
祖
先
耐
の
祭
り
が
国
家
の
大
事
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
廟
で
の
祭
り
に
関
し

て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
二
記
事
は
天
子
七
廟
、
諸
侯
五
廟
の
制
が
出
現
し
た
の
ち
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
ま
で
見
て

き
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
遡

っ
て
そ
の
出
現
よ
り
ま
え
、
諸
侯
の
肚
で
始
祖
神
以
下
を
祭

っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い



え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
さ
き
の
寛
魂
志
に
見
え
る
諸
侯
の
国
の
肚
で
の
大
祀
は
始
祖
神
を
含
む
遠
祖
神
の
祭
り
の
こ
と
な
る
べ
き
が
察
せ
ら

れ
よ
う
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
王
の
特
権
と
し
て
天

・
地
の
大
祭
が
あ
り
、
そ
れ
が
大
祀
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
諸
侯
が
肚
で
天
地
を
祭

っ
た
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。

な
お
、
祖
沢
に
つ
い
て
は
、
墨
子
間
詰
明
鬼
下
に
、

顔
之
推
還
冤
記
、
又
作
燕
之
沮
澤
、
當
國
之
大
祀
。
租
与
沮
疽
字
通
。
王
制
云
、
山
川
沮
澤
。
孔
疏
引
何
胤
隠
義
云
、
沮
澤
、
下
滉
地
也
。
孟

子
縢
文
公
篇
趙
注
云
、
疽
澤
生
草
者
也
。
今
青
州
謂
澤
有
草
者
爲
疽
也
。
箭
正
愛
操
説
苑
臣
術
云
、
魏
覆
瑛
乗
軒
車
、
載
華
蓋
、
時
以
間
暇
、

祀
之
於
野
。
蓋
所
謂
馳
祀
也
、
未
知
是
否
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
沮
澤
の
租
を
土
地
の
様
態
を
示
す
普
通
名
詞
と
す
る
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
際
は
固
有
名
詞
と
し
て
の
祖
沢

と
す
べ
き

で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
命
正
攣
の
理
解
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
(
そ
の
い
う
馳
祀
と
は
違
い
、
従

っ
て
そ
の
理
解
そ
の
も
の
で
は
な
い

が
)
馳
を
生

か
し
て
考
え
た
際
、
の
ち
諸
侯
が
田
猟
に
よ

っ
て
得
た
獲
物
を
宗
廟
に
供
え
る
と
い
う
様
態
、
例
え
ば
、
礼
記
王
制
に
、

天
子
諸
侯
無
事
、
則
歳
三
田
。

一
爲
乾
豆
、
二
爲
賓
客
、
三
爲
充
君
之
庖
。
無
事
而
不
田
日
不
敬
。
田
不
以
禮
日
暴
天
物
。
天
子
不
合
園
、
諸

侯
不
掩
群
。
天
子
殺
則
下
大
繧
、
諸
侯
殺
則
下
小
緩
、
大
夫
殺
則
止
佐
車
。
佐
車
止
則
百
姓
田
猟
。

と
あ
る
よ
う
な
様
態
が
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
を
遡
ら
せ
て
、
簡
公
が
祖
沢
で
肚
に
供
え
る
獲
物
を
得
べ
く
田
猟
し
た
こ
と
を
馳
と
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
二
つ
の
考
え
は
矛
盾
し
な
い
。

さ
て
、
史
記
茜
周
本
紀
を
見
る
と
、
殷
に
克

っ
た
武
王
に
つ
い
て
、

武
王
追
思
先
聖
王
、
乃
褒
封
紳
農
之
後
於
焦
、
黄
帝
之
後
於
祝
、
帝
発
之
俊
於
葡
、
帝
舜
之
後
於
陳
、
大
禺
之
後
於
杞

。
於
是
封
功
臣
謀
士
、

而
師
尚
父
爲
首
封
。
封
尚
父
於
営
宮
、
日
斉
。

と
あ
る
が
、
周
建
国
に
あ
た
り
、
殿
族
、
周
族
の
ほ
か
に
も
そ
れ
ら
と
異
族
の
も
の
が
多
数
諸
侯
と
し
て
各
地
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
点
は
つ
と

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
国
に
つ
い
て
も
右
に
見
た
の
と
同
様
の
こ
と
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
左
氏
伝
裏
公
三
十
年

(前
五
四
三
年
)
の
伝
を
見
る
と
、



(前
略
)
或
叫
子
宋
大
廟
也
。
日
藷
誇
出
出
。

と
あ
り
、
続
い
て
、

烏
鳴
干
毫
肚
。
如
日
藷
譲
。

と
あ
る
。
旧
来
こ
の
大
廟
は
宋
の
始
封
君
の
廟
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
他
の
大
廟
の
用
法
か
ら
見
て
間
違

い
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
毫
肚
に

つ
い
て
は
左
氏
伝
哀
公
四
年

(前
四
九

一
年
)
六
月
の
経
を
見
る
と
、

辛
丑
、
毫
肚
災
。

と
あ
る
。

こ
の
杜
預
の
注
に

「毫
肚
、
殿
肚
。
諸
侯
有
之
。
所
以
戒
亡
國
也
。」
と
あ
る
。
亡
国
を
戒
め
る
と
い
う
道
義
的
意
義
づ
け
を
論
外
と
し

た
際
、
そ
れ
を
殷
肚
で
あ
る
と
す
る
理
解
は
正
し
い
。
史
記
巻
一
殷本
紀
を
見
る
と
、

自
契
至
湯
、
八
遷
。
湯
始
居
毫
。
従
先
王
居
。

と
あ
る
。
殷
の
始
租
は
契
で
あ
る
が
、
そ
の
母
が
帝
馨
の
次
妃
と
な
り
玄
鳥
が
お
と
し
た
卵
を
呑
ん
で
孕
み
契
を
生
ん
だ
。
右
の
先
王
は
帝
響
の
こ

と
と
さ
れ

て
い
る

(集
解
)
が
、
右
文
に
あ

っ
て
は
そ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
殷

は
の
ち
に
も
再
三
遷
都
し
て

い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は

毫
も
あ
る
。
右
は
そ
の
毫

の
名
を
も

つ
肚
が
魯
国
に
存
在
し
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
毫
肚
は
殷
族

の
宋
国

に
存
在
し
て
い
た
だ
け
で

な
く
、
周
と
同
族
の
魯
国
に
も
存
在
し
て
い
(勉
。
こ
の
毫
肚
は
土
地
神
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
と
こ
ろ
で
、
殷
族

で
あ
る
宋
の
場
合
、
始
封
君

微
子
の
大
廟

・
微
子
の
父
で
殷
の
王
で
あ

っ
た
帝
乙
の
廟
以
下
の
廟
が
あ
る
。
こ
れ
は
宗
法
以
前
の
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
始
祖
神
を
祭
る
廟
は
見

え
な
い
。

い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
に
そ
の
始
祖
神

(、
遠
祖
神
)
的
性
格
を
も
つ
土
地
神
を
祭
る
肚
が
あ

っ
た
。
殷
族
す
べ
て
の

諸
侯
の
国

の
肚
に
つ
い
て
そ
れ
は
毫
肚
と
よ
ば
れ
た
が
、
宋
国
で
は
後
述
の
よ
う
に
そ
れ
が
桑
林
肚
と
も
よ
ば
れ
て
い
た
、
と
い
っ
た
形
で
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
左
氏
伝
定
公
六
年

(前
五
〇
四
年
)
の
伝
に
、

陽
虎

又
盟
公
及
三
桓
於
周
社
、
盟
國
人
干
毫
肚
、
誼
干
五
父
之
衝
。

と
あ
る
。
魯
の
政
権
は
宣
公
以
後
、
次
第
に
そ
の
同
族
の
三
桓
氏
と
く
に
季
孫
氏
に
掌
握
さ
れ
る
に
至

っ
た
が
、
そ
の
季
孫
氏
も
亦
そ
の
家
臣
陽
虎

に
左
右
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。
(陽
虎
は
定
公
の
八
年
に
乱
を
起
し
て
い
る
。
)
右
は
そ
の
陽
虎
が
魯
公
及
び
三
桓
氏
と
周
肚
に
盟
い
、
国
人
と
毫

肚
に
盟

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
麺
。
魯

に
は
支
配
者
と
し
て
殷
族
が
多
数

い
た
。
そ
れ
だ
け
に
陽
虎
が
そ
れ
ら
と
魯
の
毫
耐
に
盟
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。



こ
の
際
、
毫
社

と
並
ん
で
出
て
く
る
周
社

は
周
の
天
子
の
同
族
で
あ
る
魯
公
が
祭
る
べ
き

(廟
に
祭
る
祖
先
神
よ
り
ま
え

の
)
始
祖
神

(、
遠
祖

神
)
の
社
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
墨
子
非
攻
下
に
、

赤
鳥
街
珪
、
降
周
之
岐
杜
。
日
、
天
命
周
文
王
、
伐
殷
有
國
。

と
あ
る
。

こ
の
赤
鳥
は
、
周
が
五
行
説
に
よ

っ
て
火
徳
を
以
て
王
と
な

っ
た
と
い
う
理
解
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
に
は
や
や
後
代
の

思
想
が
入

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
周
の
岐
社
と
い
う
の
は
、
周
の
武
王
の
祖
先
で
あ
る
古
公
豊
父
以
来
岐
山
に
住
ん
で
い
た
こ

と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
岐
社
　

周
社
は
岐
の
土
地
神
を
祭
る
も
の
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
い
ま
ま
で
見

て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
社
神
は
周
の
始
祖
神

(、
遠
祖
神
)
的
性
格
を
も

っ
て
い
た
と
し
た
方
が
穏
当
で
あ
る
。
ま
た
、
呂
氏
春
秋
有
始
覧
第

一
応
同
に
は
、
こ
の
周

の
岐
社
を
周
社
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
楚
辞
天
間
に
、

伯
昌
号
衰
、
乗
鞭
作
牧
、
何
令
徹
彼
岐
社

、
命
有
般
國
。

と
あ
る
が
、

こ
の
周
の
岐
社

は
周
社

の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
史
記
般
本
紀
に
、

湯
既
勝
夏
、
欲
遷
其
社
。
不
可
。
作
夏
社
。

と
あ
る
。
殷

の
湯
王
が
夏
に
勝

っ
た
が
、
そ
の
社
を
遷
し
え
ず
、
夏
肚
を

つ
く
っ
て
の
ち
に
残
し
た
と
い
う
点
は
、
周
の
武
王
が
殷
に
勝

っ
た
が
、

そ
の
殷
の
祭

り
を
廃
し
え
ず
、
殷

の
社

つ
ま
り
毫
社
を

つ
く
っ
た
、
と
い
っ
た
こ
と
が
大
き
く
投
影
さ
れ
て
で
き
上

っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
際
あ

わ
せ
考
え
る
べ
き
は
、
准
南
子
巻
十
六
説
山
訓
に
、

東
家
母
死
。
其
子
巽
之
不
哀
。
西
家
子
見
之
、
録
謂
其
母
日
、
社
、
何
愛
速
死
。
吾
必
悲
実
社

。

と
あ
る
が
、
そ
の
漢
の
高
誘
の
注
に
、

江
准
謂

母
爲
肚
。

と
あ
り
、
説
文
解
字
巻
二
十
四
姐
に
、

蜀
謂
母
日
姐
。
准
南
謂
之
肚
。

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
母
を
社
と
い
う
の
は
、
社
神
が
土
地
神
で
百
穀
を
産
み
出
す
と
こ
ろ
に
出
た
、
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
む
し



ろ
地
方
的

な
が
ら
も
祖
と
社
と
の
合

一
の
痕
跡
が
あ
る
と
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
呂
氏
春
秋
季
秋
記
第
九
順
民
を
見
る
と
、

昔
者
湯
克
夏
而
正
天
下
、
天
大
早
、
五
年
不
牧
。
湯
乃
以
身
蒋
於
桑
林
、
日
、
蝕

一
人
有
罪
、
無
及
萬
夫
。
萬
夫
有
罪
、
在
蝕

一
人
。
無
以

一

人
之
不
敏
。
使
上
帝
鬼
酔
傷
民
之
命
。
於
是
躬
其
髪
、
卿
其
手
、
以
身
爲
犠
牲
、
用
所
輻
於
上
帝
。
民
乃
甚
説
。
雨
乃
大
至
。
則
湯
達
乎
鬼
神

之
化
、
人
事
之
傅
也
。

と
あ
る
。
湯
の
請
雨
伝
説
が
い
つ
生
じ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
尚
書
大
伝
湯
誓
に
、

湯
伐
桀
之
後
、
大
旱
七
年
。
史
卜
日
、
當
以
人
爲
薦
。
湯
乃
鶉
髪
断
爪
、
自
以
爲
牲
。
而
禧
於
桑
林
之
肚
。
而
雨
至
方
敷
千
里
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
桑
林
が
正
し
く
は
桑
林

の
肚
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
湯
王
が
桑
林

で
上
帝
鬼
神
を
祭
り
福
を
天
に
祈

っ
た
と
い
う
こ
の
伝
説
は
必

　お
　

ず
や
桑
林

の
肚
で
そ
う
し
た
こ
と
を
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
型
が
毅
時
代

に
あ

っ
た
に
し
て
も
、
右
の
形

は
周
時
代
整
え
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
社
名
と
叢
林
名
と
の

一
致
が
あ
る
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
周
時
代
に
も
生
き
て
機

能
す
る
伝
説
で
、
そ
こ

に
社
名
と
叢
林
名
と
の

一
致
が
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ

で
、
右

で
湯
が
上
帝
鬼
神
を
祭
り
、
福
を
天
に
祈

っ
た
と
す
る
桑
林
の
社
は
、
殷
滅
亡
後
の
宋
国
に
お
い
て
同
じ
場
所
に
あ
る
桑
林

の
杜

と
し
て
存
続
す
る
。
す
な
わ
ち
、
呂
氏
春
秋
慎
大
覧
第
三
慎
大
に
、

武
王
勝
殷

。
…
下
暴
、
命
封
夏
后
之
後
於
杞
、
立
成
湯
之
後
於
宋
、
以
奉
桑
林
。

と
あ
る
。
宋
国
に
お
い
て
桑
林
を
奉
ず
る
こ
と
、
つ
ま
り
桑
林
の
肚

で
上
帝
鬼
神
を
祭
る
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
の
考
察
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
そ
の

始
祖
神

(以
下
の
遠
祖
神
)
を
祭
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
夏
后
氏
の
後
の
杞
に
つ
い
て
も
、
宋
と
同
様
、
叢
林
名

を
も
つ
社
名

で
そ
の
始

祖
神

(以
下
の
遠
祖
神
)
を
祭
ら
せ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
(
こ
う
し
た
際
も
社
神
の
も

つ
土
地
神
的
性
格
は
存
在
す
る
。
)
ま
た
、
呂
氏
春
秋
季
冬
紀

第
十
二
誠
廉
に
、

　
し
む
　

(武
王

)
又
使
保
召
公
就
微
子
開

(微
子
啓
を
指
す
)
於
共
頭

(山
名
)
之
下
、
而
与
之
盟
日
、
世
爲
長
侯
、
守
殷
常
祀
、
相
奉
桑
林
。
宜
私

孟
諸

。

と
あ
る
。
桑
林
、
孟
諸
は
と
も
に
宋
国
内
の
叢
沢
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
の
名
と
同
じ
名
を
も

つ
社
に
お
い
て
殷
の
常
祀
を
行

い
、

後
者
は
そ
う
し
た
こ
と
と
は
関
係
の
な
い
微
子
の
諸
侯
と
し
て
の
私
用
に
供
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
(諸
侯
が
叢
沢
を
軍
需
品
の
供
給



源
と
し
て
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
砒
と
結
び

つ
い
て
い
た
叢
沢
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
無
関
係
の
叢
沢
を
も
そ
の
対
象

に
す
る
よ
う
に
な
る
が
、

右
は
そ
れ
を
投
影
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
叢
沢
の
利
用
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
。
)
そ
の
桑
林
の
祭
事
は
始
祖
神

(以
下
の
遠
祖

神
)
具
体
的

に
は
始
祖
神
契

(以
下
の
祖
先
神
)
を
祭
る
も
の
と
な
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
宋
の
桑
林
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
桑
山
の
林
と
す
る
説
の
外
に
桑
林
と
い
う
楽
名
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
旧
来
い
ろ

い
ろ
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
呂
氏
春
秋
愼
大
の
注
の
な
か
に
、

奇
猷
案
…
…
桑
林
既
爲
祀
耐
之
所
、
亦
爲
樂
舞
之
名
。

と
あ
る
の
が
結
論
と
し
て
正
し
い
。
な
お
、
湯
誓
に
は
続
い
て
、

或
日
、
薦
桑
林
以
得
雨
。
遂
以
桑
林
名
其
樂
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
湯
が
桑
林
で
薦
り
雨
を
得
た
の
で
、
の
ち
桑
林
と
い
う
名
称
の
樂
が
生
じ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
の
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
説
は

正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
愼
大
の
注
の
な
か
に
、

(奇
猷

)
案
、
杜
預
、
司
馬
彪
並
以
桑
林
爲
湯
樂
。
左
伝
孔
疏
引
皇
甫
説
説
、
又
以
桑
林
爲
大
湊
別
名
。
以
墨
子
及
准
南
謹
之
。
桑
林
蓋
大
林

之
名
。
湯
禧
旱
於
彼
。
故
宋
亦
立
其
祀
。
左
昭
二
十

一
年

(前
五
二

一
年
)
伝
云
、
宋
城
葺
旧
郁

{
、
及
ヱ
テ
桑
林
之
門

二

(而
守
レ
之
。
)。
當

即
望
祀
桑
林
之
虞
。
因
湯
以
盛
樂
薦
早
於
桑
林
、
後
世
沿
襲
、
遂
有
桑
林
之
樂
　
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
左
氏
伝
昭
公
二
十

一
年
の
伝
を
引
い
て
い
っ
て
い
る
意
味
は
定
か
で
は
な
い
が
、
宋
の
都
城
の

(外
)
門

に
桑
林
と
い
う
名
の
門

が
あ
っ
た
。

そ
の
桑
林
は
、
も
と
も
と
大
林
の
名
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
望
の
祭
り
を
行

っ
た
、
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
湯
の
行

っ
た

の
は
望
の
祭

り
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
右
の
左
氏
伝
の
記
事
は
も
と
も
と
桑
林
が
都
城
の
近
く
に
あ

っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
も
の
と

し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
左
氏
伝
僖
公
二
十

一
年

(前
六
三
九
年
)
の
伝
に
、

任

.
宿

.
須
句

・
纈
輿
、
風
姓
也
。
實
司
大
峰
與
有
済
之
祀
、
以
服
事
諸
夏
。
邪
人
滅
須
句
。
須
句
子
來
奔
。
因
成
風
也
。
成
風
爲
之
言
於
公

日
、
崇
明
祀
、
保
小
寡
、
周
禮
也
。
若
封
須
句
、
是
崇
埠
済
而
脩
其
祀
、
紛
調
也
。

と
あ
る
。
峰
は
古
の
帝
号
で
あ
る
。
成
風
は
僖
公
の
母
で
須
句
か
ら
嫁
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
「崇
明
祀
、
保
小
寡
」
は
天
子
が
命
じ
た

(句
須

な
ど
四
国
の
祖
先
神
で
あ
る
)
大
埠
と
済
水
と
の
祭
り
を
崇
び
、
小
国
寡
民
の
句
須
の
国
を
安
ず
る
を
い
う
。
僖
公
は
翌
年
祁
を
伐

っ
て
句
須
の
地



を
取
り
、
そ
こ
に
も
と
の
句
須
の
君
を
お
い
て
い
る
。
右

の
記
事
は
周
族
と
異
な
る
風
姓
の
諸
侯
の
国
で
そ
の
祖
先
神
で
峰
と
い
う

(帝
号
を
も

つ
)
も
の
を
祭

っ
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。
諸
侯
が
祖
先
の
王
を
祭
り
え
な
く
な

っ
た
際
、
そ
れ
ら
の
国
が
存
続
し
て
い
た
と
考
え
た
場
合
、
現

実
に
こ
う

し
た
祖
先
の
祭
祀
ま
で
が
否
定
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
何
れ
に
し
て
も
、
も
と
も
と
四
国

の
社
で
曝
は
祖
先
神
と

し
て
祭
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ

で
、
か

つ
て
諸
国
の
支
配
者
が
地
域
的
な
自
然
神
で
同
時
に
祖
先
神
で
あ
る
も
の
を
祭

っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
左
氏
伝
昭
公
元
年

(前

五
四

一
年

)
の
伝
に
、

昔
金
天
氏
有
商
子
、
日
昧
。
爲
玄
冥
師

(水
官
の
長
を
い
う
)。
生
允
格

・
台
胎
。
台
胎
能
業
其
官
、
宣
沿
挑

(沿
水

と
挑
水
と
の
流
れ
を
通

じ
た
の
を
い
う
)、
障
大
澤

(大
澤
に
堤
を

つ
く

っ
た
の
を
い
う
)、
以
威
大
原
。
(尭
)
帝
用
嘉
之
、
封
諸
扮
川
。
沈

・
似

・
暮

・
黄

(台
胎

の
後

の
四
国
)、
實
守
其
祀
。
今
晋
主
沿
而
滅
之

(四
国
を
指
す
)
　
。
由
是
観
之
、
則
台
胎
沿
神
也
。
(下
略
)。

と
あ
る
。
右
の
台
馳
は
も
と
沿
水
と
い
う
地
域
の
自
然
神
で
あ

っ
た
が
、
沿
水
流
域
の
四
国
の
君
の
祖
先
神
と
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
史
記

巻
四士
一趙
世
家
に
、

晋
獣
公
之
十
六
年

(前
六
六

一
年
)
伐
雷

・
魏

・
取
。
而
趙
夙
爲
將
伐
雷
。
霰
公
求
舞
斉
。
晋
大
旱
。
卜
之
、
日
雷
太
山
爲
崇
。
使
趙
夙
召
窪

君
於
斉
、
復
之
、
以
奉
雷
太
山
之
祀
。
晋
復
穰
。
晋
獣
公
賜
趙
夙
取
。

　
ね
エ

む
　

と
あ
る
が
、
こ
の
窪
の
太
山
も
恐
ら
く
雷
公
の
祖
先
神
で
同
時
に
地
域
的
な
自
然
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
・2

こ
れ
ら
も
亦
社
で
祭
ら
れ
て
い
た
可

能
性
が
十
分
あ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、、
宜
侯
矢
殿
の
銘
文

に
、

め
ぐ

こ

れ

四

月

、
辰

は
丁

未

に
在

り

、
王

は
賦

王

と
成

王

と

が
伐

ち

し
商

の
圖

を

省

り

、
借

(
出

)

で

て
東

或

の

圖
を

省

れ

り

。
王

は
宜

の

〔宗

〕

肚

に
立

ち

て
南

卿

(
縛

)

す

。

王

は
慶

王

矢

に
令

し

て

曰

は

く

、

口

、
宜

に
侯

た

れ

。

(
下

略

)

と

あ

る

。

こ

の

「
宗

」

と

あ

る
部

分

は

現
在

は

っ
き

り

し

な

い
。
何

れ

に

し

て

も

、

こ

れ

は
康

王

の

こ

ろ
矢

が

慶

侯

で

あ

っ
た

が

、

王
命

に

よ

っ
て

　
お
　

改
め
て
宜

侯
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
王
が
封
侯
に
あ
た

っ
て
肚
に
お
い
て
南
向
し
、
そ
れ
を
行
う
と
い
っ
た
こ
と
は
、
の
ち
に
は
祖

廟
に
お
い
て
南
に
向

っ
て
行
う
、
と
い
っ
た
形
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
周
礼
宗
伯
礼
官
之
職
大
宗
伯
に
、



す
す
む

王
命

諸

侯

則

濱

。

と

あ

り

、

そ

の
鄭

注

に

、

い
た
り

す
す
め
て

濱
、
進
之
也
。
王
將
出
命
、
假
租
廟
、
立
依
前
南
郷
、
横
者
進
當
命
者
、
延
之
命
使
登
。
内
史
由
王
右
以
策
命
之
。
降
再
葬
稽
首
、
登
受
策
以

出
。
此
其
略
也
。
諸
侯
爵
禄
其
臣
、
則
於
祭
焉
。

と
あ
る
。
そ
の
正
義
の
疏
に
は
、

王
命
諸
侯
則
濱
者
、
此
謂
諸
侯
始
封
、
或
嗣
位
而
來
朝
、
及
有
功
而
進
爵
、
王
則
錫
命
之
於
廟
也
。
…
…

祀
廟
者
、
謂
於
祀
王
廟
。
洛
詰
、
成
王
命
伯
禽
於
文
王
廟
、
而
兼
告
武
王
。
國
語
周
語
、
説
宣
王
命
魯
孝
公
於
夷
宮
。
章
注
云
、
夷
宮
者
、
宣

王
租
父
夷
王
之
廟
。
古
者
爵
命
必
於
租
廟
。
皆
其
謹
也
。

と
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
蓋
し
廟
制
の
整
備
強
化
に
と
も
な

っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
遡

っ
て
、
西
周
時
代
王
の
始
祖
神
を
祭
る

社
に
お
い
て
封
侯
の
儀
を
行

っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
が
、
そ
れ
が
さ
き
の
銘
文
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
封
侯
は
も
と

も
と
土
地
神
と
も
関
係
が
あ
る
。
そ
の
点
は
周
礼
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
大
宗
伯
に
、

王
、
大
封
則
先
告
后
土
。

と
あ
る
。
大
封
は
諸
侯
の
封
建
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
鄭
注
は

「后
土
、
土
肺
也
。」
と
し
て
、
后
土
を
土
神
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
こ

と
を
物
語

っ
て
い
る
。
蓋
し
西
周
時
代
の
社
神
が
土
地
神

で
同
時
に
始
祖
神
的
性
格
を
も

つ
肚
で
の
封
建
は
王
の
宗
廟
制
の
整
備
強
化
後
右
の
よ
う

な
二
面
性
を
も
つ
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
鄭
注
に
は
、
右
に
あ
げ
た
も
の
に
続

い
て
、
「黍
所
食
者
。」
と
あ
る
。
こ
の
正
義
に
、

(前
略

)
但
纒
后
土
本
爲
五
行
之
示
。
而
鄭
所
謂
土
肺
者
、
則
以
人
神
之
黎
當
之
。
固
非
其
實
。
又
黎
本
食
火
。
后
土
自
是
句
龍
所
食
。
此
云

黎
所
食

、
不
云
句
龍
者
、
鄭
從
先
師
説
、
以
句
龍
爲
肚
、
因
以
黎
兼
食
火
土
。
其
説
尤
牽
強
。

と
あ
る
。
黎

(
"
摯
)
は
祝
融
の
こ
と
で
あ
る
。
経
学
的
見
地
か
ら
す
る
と
、
正
義
の
い
う
と
こ
ろ
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
次
節
で
見
る

左
氏
伝
昭
公

二
十
九
年
の
伝
の
記
事
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
鄭
玄
は

(そ
の
と
り
あ
げ
た
限
り
に
お
い
て
、
)
社
神
が
現
実

に
人
神
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
ふ
ま
え
、
し
か
も
土
神
11
土
地
神
で
あ
る
と

い
う
面
を
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
右
の
よ
う
な
や
や
矛
盾
し
た
説
を
立
て
た
と
考
え
ら

れ
る
。



第
四
節

社
神
の
変
化

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
諸
侯
の
社
は
変
化
す
る
。
そ
の

一
つ
に
ヒ
ト
の
形
を
と
る
も
の
が
死
後
社
神
と
な
る
形
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
転

じ
て
偉
大

な
人
物
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
節
は
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
。

左
氏
伝
昭
公
二
十
九
年

(前
五

=
二
年
)
の
伝
に
、

共
工
氏
有
子
。
日
句
龍
。
爲
后
土
。

と
あ
り
、
国
語
魯
語
上
に
、

共
工
氏
之
伯
二
九
有

(九
州
の
こ
と
)
一也
、
其
子
日
后
土
。
能
平
九
土
。
・
:
・故
祀
以
爲
肚
。

と
あ
る
。
ま
た
、
独
断
に
、

肚
騨

、
蓋
共
工
氏
之
子
句
龍
也
。
能
平
水
土
。
帝
纈
項
之
世
、
學
以
爲
土
正
。
天
下
頼
其
功
。
尭
祠
以
爲
肚
。

と
あ
り
、
礼
記
祭
法
第
二
十
三
に
、

共
工
氏
之
覇
九
州
也
、
其
子
日
后
土
。
能
平
九
州
。
故
祀
以
爲
肚
。

　
む

ソ

と
あ
る
。

こ
の
共
工
、
句
龍
は

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
語
源
的

に
は
鯨

・
禺
伝
説
の
翻
案
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
句
龍
は
自
然
神

(水

神
)
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
ヒ
ト
の
形
を
そ
な
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
社
神
と
し
て
の
后
土
は

全
国
的
規
模
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
神

で
同
時

に
ヒ
ト
で
あ

っ
た
句
龍
が
、
死
後

ヒ
ト
と
し
て
祭
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
風
俗
通
義
祀
典

第
八
社
神

に
、

謹
按
春
秋
左
氏
傳
、
共
土
有
子
日
句
龍
。
佐
纈
項
、
能
平
九
土
、
爲
后
土
。
故
封
爲
上
公
、
祀
以
爲
肚
。
非
地
祇
。

と
あ
る
。
右

で
い
う
左
氏
伝

の
記
事
は
、
昭
公
二
十
九
年
の
伝
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「非
地
祇
」

の
説
は
、
句
龍
を
祭
る
社
が
ヒ
ト
で
土

地
神
で
は
な
い
と
し
て
い
る
点

で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
際
あ
わ
せ
考
え
る
べ
き
は
、
宗
法
が
で
き
る
と
、
諸
侯
は
天
子
を
祖
と
せ
ず
、
大
夫
は
諸
侯
を
祖
と
し
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
出
現

に
よ
っ
て
周
族
と
殷
族

の
諸
侯
は
、
廟
で
も
社
で
も
そ
の
始
祖
神
以
下
始
封
君
の
父
た
る
王
ま
で
を
祭
り
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
は
直
系
の
祖
先
に

王
を
も

つ
右
二
族
よ
り
外
の
諸
侯
の
社
も
亦
、
少
な
く
と
も
建
前
上
そ
の
社
神
を
土
地
の
自
然
神
な
り
土
地
神
そ
の
も
の
な

り
と
し
て
行
く
。
そ
の



こ
と
は
自
ら
直
系

の
租
先
に
王
を
も
た
な
い
諸
侯
の
社
の
性
格
を
も
同
様
の
形
で
規
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
宗
法
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
は
わ
か

ら
な
い
。
あ
る
い
は
か
な
り
の
ち
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
か
な
り
長
い
時
間
を
か
け
て
地
域
的
に
進
行
速
度

に
違
い
を
見
せ
な
が

ら
出
現
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
(も
し
そ
れ
が
戦
国
時
代
に
入

っ
て
出
現
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
恐
ら
く
諸
侯
の
絶
対
性
が
天
子
の
絶
対
性
と
い
う

形
に
投
影
さ
れ
、
逆

に
諸
侯
を
そ
の
絶
対
性
の
な
か
に
包
み
こ
ん
だ
と
い
う
こ
と
も

一
応
予
測
さ
れ
る
。
)
何
れ
に
し
て
も
肚
神
に
祀
先
神
的
性
格

が
な
く
な
る

こ
と
と
の
何
ら
か
の
関
連
性
を
も

っ
て
、
死
後
社
神
と
な

っ
た
句
龍
が
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
社
神
は
全
国
的
規
模
を

も

つ
も
の
で
あ
る
。

社
神
は
、
蓋
し
こ
う
し
た
段
階

を

へ
て
人
鬼
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
太
平
御
覧
巻
五
百
三
十
二
礼
儀
部
十

一
社
稜
に
、

五
経
異
義
日
、
今
民
謂
社
神
爲
公
位
。
位
上
公
。
非
地
祇
也
。

と
あ
り
、
准
南
子
巻
+
=
范
論
訓
に
、

萬
勢
天
下
、
死
而
爲
社
。
后
稜
作
稼
稿
、
死
而
爲
稜
。

と
あ
る
の
は

そ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
。
こ
の
際
の
禺
や
后
稜
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
祖
と
す
る
諸
侯
の
祖
先
神
と
し
て
よ
り
も
、
単

な
る
人
鬼
と
し
て
理

解
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
漢
書
巻
三
十
七
樂
布
伝
に
、

燕
斉
之
間
皆
爲
立
肚
、
號
日
樂
公
肚
。

と
あ
る
が
、

こ
れ
も
人
鬼
が
社
神
と
な

っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
初
学
記
巻
十
三
社
稜
第
五
に
引
く
録
異
伝
に
、

(前
略

)
果
有
鬼
、
來
稻
社
公
。

と
あ
る
の
も
恐
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
太
平
御
覧
社
稜
に
、
礼
記
外
伝
の
記
事
と
し
て
、

肚
主
用
石
額
沖

と
あ
る
が
、
社
が
専
ら
土
地
神
を
祭
る
よ
う
に
な
る
と
社
神
が
石
に
転
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
社
稜
に
、

荊
州
記

日
、
葉
縣
東
百
歩
有
故
城
。
西
南
四
里
、
名
伍
伯
村
。
有
白
楡
連
李
樹
。
異
幹
合
條
、
高
四
丈
蝕
。
士
民
奉
以
爲
肚
。

と
あ
る
が
、

こ
れ
は
か
つ
て
社
に
樹
が
う
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
奇
異
な
樹
そ
の
も
の
を
神
と
し
て
祭

っ
た
場
合

の
あ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
。
ま
た
、



院
宣
子
伐
肚
樹
。
有
人
止
之
。
宣
子
日
、
肚
而
爲
樹
、
伐
則
肚
亡
。
樹
而
爲
杜
、
伐
樹
則
肚
移
　
。

と
あ
る
。
院
脩

(字
は
宣
子
)
は
六
朝
の
晋
時
代
の
人
で
鬼
神
の
存
在
を
否
定
し
た
人
物
で
あ
る

(世
説
新
語
方
正
第
五

)。
こ
れ
は
当
時

一
般
的

に
社
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
樹
が
社
神
的
性
格
を
も

っ
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
な
お
、
晋
書
巻
五

十
四
陸
零
伝
に
は
晋
時
代
陸
雲
が
縣
令
と
し
て
功
績
が
あ

っ
た
こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に

(前
略
)
雲
乃
去
任
。
百
姓
追
思
之
、
圖
画
形
像
、
配
食
縣
肚
。

と
あ
る
。

こ
こ
で
説
文
解
字
巻

一
上
を
見
る
と
、

租
、
始
廟
也
。

と
あ
る
。

一
方
、

肚
、
地
主
也
。
杁
示
土
。
春
秋
傳
日
、
共
工
之
子
句
龍
爲
枇
騨
。
周
禮
二
十
五
家
爲
肚
、
各
樹
其
土
所
宜
木
。

と
あ
る
。
右
の
祖
、
社
の
解
釈
は
全
体
的
に
見
る
と
、
社
が
専
ら
土
地
神
を
祭
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
祖
が
始
廟
で

あ
る
と
い
う
の
は
始
祖
神
を
廟
に
祭
る
の
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
殷
玉
裁
注
に
、

始
、
兼
両
義
。
新
廟
爲
始
。
遠
廟
亦
爲
始
。
故
耐
脆
皆
日
祖
也
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
右
の
祖
の

一
つ
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
句
龍
を
社
神
と
す
る
と

い
う
際
、
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
単
純
に
土
地
神
　
社
神
と
断
定
す
る
こ
と
は
無
理

で
、
そ
れ
は
死
ん
だ
ヒ
ト

(、
自
然
神
)
と
し
て
の
性
格
を
も

っ
て
い
る
。
そ
の
点
右
の
句
龍
の
こ
と
を
引
い
て

「
社
、
地
主
也
。」
と
す
る
説
明

に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

第
五
節

専

ら
土
地
神
と
な

っ
た
社
神

(摘
要
)

一
般
的
な
形
で
い
う
と
、
諸
侯
は
自
ら
の
始
祖
神

(を
始
め
と
す
る
遠
祖
神
)
的
性
格
を
も
つ
土
地
神
を
祭
る
社
の
場
合
、
そ
の
社
名
と
同
じ
名

の
叢
沢
で
田
猟
を
行
な

っ
て
獲
物
を
と
り
、
そ
れ
で
社
神
を
祭

っ
た
。
そ
の
社
と
結
び

つ
い
て
い
る
農
民
の
場
合
、
田
猟
の
と
き
勢
子
な
ど
を
つ
と

め
る
こ
と
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。



の
ち
諸
侯

の
社
は
全
版
図
の
土
地
神
そ
の
も
の
と
な
っ
て
行
く
。
そ
の
社
の
祭
り
の
た
め
に
全
民
衆
が
働
き
、
社
の
田
猟

の
た
め
に
全
国
の
壮
丁

が
出
、
ま
た
社
に
全
国
か
ら
棄
盛
を
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
裏
か
ら
い
う
と
諸
侯
が
社
を
通
じ
て
全
版
図
の
民
衆
を
掌
握
す
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

周
知
の
よ
う
に
里
に
書
社
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
類
の
社
の
出
現
が
い
つ
ご
ろ
か
は
定
か
で
な
い
が
、
そ
こ
に
は
戸
籍
が
あ

っ
た
、

少
な
く
と
も
戸
が
結
び

つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
社
神
が
も
と
も
と
土
地
神
で
あ
る
局
面
と
関
係
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
社

は
支
配
者
が

そ
の
支
配
に
利
用
す
る
も
の
と
な
り
、
ま
た
結
び

つ
く
地
域
の
大
小
な
ど
に
よ

っ
て
階
層
性
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。

支
配
者
が
社
に
よ

っ
て
民
衆
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
民
に
美
報
を
教
え
る
こ
と
が
生
ず
る
。
そ
の
反
面

、
諸
侯
の
場
合
、
そ

の
社
稜
を
保

つ
と
い
う
行
為
は
観
念
化
さ
れ
て
諸
侯
の
孝
と
結
び

つ
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
社
は
田
猟
、
軍
事
訓
練
と
い
っ
た
も
の
は

関
係
が
な
く
な
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
専
ら
土
地
神
と
し
て
の
社
が
出
現
す
る
と
、
か

つ
て
殷
族
の
祖
先
神
を
祭

っ
て
い
た
殷
社
11
毫
社
は
、
喪
国
の
社
と
し
て
専
ら

陰
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
漢

に
な
る
と
天
子
の
社
が
、
皇
子
が
封
王
の
国
に
分
祀
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
外
の
も
の
は
分
祀
の
形
で
社
を
立
て
な

い
と
い
う
こ
と
が
生
ず

る
。
こ
こ
で
は
天
子
の
社
が
全
国
の
土
地
の
社
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

註(
1
)

現
在
、
守

屋
美
都
雄
氏
、
「
社
の
研
究
」

(
『中
国
古
代

の
家
族
と
国
家
」

所
収
)
、
宇
都
木
章
氏

、
「
「
社
に
裁

す
」

こ
と
に

つ
い
て
1

周
礼

の
社

の
制
度
に
関
す

る

一
考
察
l
L

(
「
中
国
古
代
史

研
究
第

一
」
所
収

)
、
池
田
末
利
氏

、
「中

国
古

代

の
地
母
神

に
関
す
る

一
考
察
」

・

「
社
の
起
源
と

そ
の
変

遷
-

句
龍
伝
説
批

判
」

(
「中

国
古
代
宗
教
史
研
究
制
度

と
思
想
』

所
収
)
、
貝
塚
茂

樹
氏

、
「書
社

考
」

・

「
周
代

の
土
地
制
度
1

と
く
に
新
出

西
周
金
文

を
通
じ
て
見
た
」

(
「
貝
塚

茂
樹
著
作
集
第

二
巻
」

所
収

)
、
伊
藤
道
治
氏
、
「
西
周
史

の
研
究
」

(
『
中
国
古
代

王
朝

の
形
成
」
所
収

)
、
松
本
雅

明
氏

、
「詩

経
に
見
え
る
古
代

の
祭
礼
」
〈
「詩

経
諸
篇

の
成
立

に
関

す
る
研
究
』
所

収
)
、
揚
寛
氏
、
「
試
論
中
国
古
代
的
井

田
制

度
和
村
肚
組
織

(
『古
史
新
探
」
所
収

)
な
ど
が
肚

の
代
表
的
研
究

と
い
え
よ

う
。
旧
来

の
諸
研
究

は
概

ね
そ
れ
ら
に
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。

な
お
、
近
年
池
田
雄

一
氏

、
「中

国
古
代

の

「
杜
制
」

に

つ
い
て
の

一
考
察
L

(
『
三
上

次
男
博
士
頒
寿
記
念
東
洋
史

・
考
古

学
論
集
」
所
収

)
が
発
表

さ
れ
て

い
る
。



本
稿

は
、
拙
稿

、
「社

と
田
」

(東

洋
学
報

五
七
ー

三

・
四

〉
の
補
訂
を
か
ね
る
も

の
で
あ
る
。

(
2
)

池

田
末
利
氏

、
「釈
廟
」

(
前
掲
池

田
氏
著

書
所
収

)
参
照
。

(
3
)

中

国
の
姓

・
氏

な
ど

に

つ
い
て
は
、
尾
形
勇
氏
、
「
中
国

の
姓
氏
」

(
「
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
社
会

と
習
俗
」

所
収

)
参
照
。

(
4
)

日
加
田
誠
氏

、
「詩

経
」

(
「
中
国
古
典
文
学
大
系

15
」

所
収

)
参
照
。

(
5
)

郊
謀
に

つ
い
て
は
、
池

田
末

利
氏
、
「
高
楳
信
仰

の
成
立
ー

古
代
中
国

の
原
始
母
神
」
(
前
掲
池
田
氏
著
書
所
収

)
参
照
。

(
6
)

こ
れ
は
犠
牲

を
用

い
な

い
祈
薦
、

つ
ま

り
告
祭
な

の
で
あ
ろ
う
が
、
何
れ

に
し

て
も
始
封
君

の
父

で
あ

る
王
を
祖
先
神
と

し
て
祭

っ
て
い
る
だ
け
に
、
宗
法
と

は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

(
7
)

廟
制

に
つ
い
て
は
、
池
田
末
利
氏
、
「
廟
制
考
ー

制
限
廟
数

の
問
題
ー

」

(前
掲
池
田
氏
著
書
所
収

)
参
照
。

(
8
)

佐
藤
賢
氏
、
「
墨
子
の
天
と
鬼
神
」

(
史
友

一
二
)
参
照
。

(
9
)

こ
う
し
た
天
、
帝

に

つ
い
て
は
前
掲
、

「中
国
古
代
王
朝

の
形
成
」
第

一
部

「
殷
代
史

の
研
究
」
参
照
。

(
10
)

墨
子

の
上
帝

鬼
神
の
上
帝
は
も
と
も
と

こ
う

し
た
帝

儲
天

か
ら
出

た
も

の
で
あ

る
が
、

の
ち

そ
れ
と

は
別

の
も

の
と

な
る
。
後
述

の
呂
氏
春
秋

の
上
帝
鬼
神

は

こ
の
類

の
も

の
で
、
始
祀
神

(
以
下

の
遠
租
神

)
的
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ

る
。

(
11
)

前
掲
、
「
中
国
古
代
王
朝

の
形
成
」
第

二
部
第

三
章

「西

周

「封
建
制
度
」
考
」
参
照

。

(
12
)

殿
王
朝
滅
亡
後
、
亡
殷

の
諸
族
が

そ
の
族
的
秩
序
を
保

ち

つ
つ
洛
陽

に
移

さ
れ
、
か

つ
そ
れ
ら
が
軍
事
力

を
保
持

し
続

け
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
増
淵
竜

夫
氏

、

「中
国
古
代

の
社
会

と
国
家
」
第

三
篇
第

二
章

「
先
秦
時
代

の
封
建

と
郡
県
」

及
び
白
川
静
氏
、

「甲
骨
金
文
学
論
集
」

所
収

「
釈
師
」

に
卓
論

が
あ
る
。
魯

国

な
ど

の
場
合

に
あ

っ
て
も

そ
れ
と
同
様

の
こ
と
を
考

え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

ま

た
、
本
文

で
引

用
し
た
、
左
氏
伝
定
公

四
年

の
条

の
記
事

に
お
け
る
殷

民
の
性

格

に
つ
い
て
は
、
上
原
淳
道
氏

、
「
斉

の
封
建

の
事
情

、
お
よ
び
、
斉

と
茱

と

の
関
係

(
「中
国
古
代
史
研
究
第

二
」
所
収

)
に
注

目
す
べ
き
指
摘

が
あ
る
。

(
13
)

前
掲
、

「中
国
古
代
王
朝

の
形
成
」
第

一
部
結
語
参

照
。

(
14
)

前
掲

、
「
肚

の
研
究
」
参
照

。

(
15
)

前
掲

、
「
古
代
中
国

の
地
母
紳

に
関
す
る

一
考
察
」

参
照
。

(
16
)

前
掲

、
「肚

の
研
究
」
参
照

。

(
17
)

池

田
末
利
氏
、

「
四
方
百
物
考
」

(前
掲
池

田
氏
著
書

所
収
)
参

照
。

{
18
)

註

(
11
)参
照
。

(
19
)

前
掲

、
「中
国
古
代
王
朝

の
形
成
」
第

一
部
第

三
章

「
祀
先
祭
祀
と
貞
人
集
団
参
照
。



(
20
)

「中
国

の
歴
史

1
」

5
の

「自
然

耐
」

参
照

(
21
)

前
掲

、
『中
国
古
代

王
朝

の
形
成
』

第

一
部
第

二
章

「
宗
教

の
政
治
意
義
」
参
照
。

(
22
)

貝
塚
茂
樹
氏

、
「中

国
古
代
都

市

の
祭
祀

に

つ
い
て
」
(
前
掲
、
貝
塚
氏
著
作
集

所
収

)
参
照
。

(
23
)
・
(
24
)

楴

、
郊

、
両
者
の
混
同

に
つ
い
て
は
、
池
田
末
利
氏
、

「崇
葺

の
対
象
」

(前
掲
池
田
氏
著
書
所
収

)
参

照
。

(
25
)

藪

沢
に

つ
い
て
は
、
増
渕

竜
夫
氏
、

「中
国
古
代

の
肚
会
と
国
家
』
第

三
篇
第

一
章

三

「
殷
周
時
代

の
山
林
藪

沢
」
参

照
。

(
26
)

周
礼
春
官
騨
師

及
び
そ

の
鄭
注
、
正
義
参
照
。

(
27
)

毫
社

に

つ
い
て
は
、
新

美
寛
氏
、
「
魯

の
屠

社
に

つ
い
て
」

(
『支
那
学
』
第

八
巻
第

四
号
)
が
あ
る
。
同
氏

は
魯

に
毫

社
が
あ

っ
た
の
を

、
殷
族

固
有

の
宗
教

的
中
心

で
あ
る
社
を
存
祀
す
る

こ
と
を
容
許

し
た
結
果

で
あ

ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。

(
28
)

こ
の
国
人
は
国
城
内

に
い
る
支
配
者
層

(具
体
的

に
は
武

器
を

も

つ
士

の
層

)
を
主
体

と
し
よ
う
。
こ
れ
は
国
語
斉

語
に
見
え
る
、
参
国

の
制

に
お
け
る
士
、

工
商
の
う
ち

の
士

に
該
当
す
る
。

こ
う
し
た
国
人

に

つ
い
て
は
別

に
と
り
あ
げ

る
。

な
お
、
任
常
泰
氏

・
石
光
明
氏
、
「
西
周
春
秋
時
期
的

"国
人

"」

(中

倒
歴
史
博
物
館
館
刊

一
九

八
ニ
ー

四
)
参
照
。

(
29
)

祈
薦
儀
礼

に

つ
い
て
は
、
池
田
末
利
氏

、
「告
祭
考
ー
古
代
中

国
に
お
け
る
祈
薦
儀
礼
l
」

(池

田
氏

前
掲
著
書

所
収
)
参
照
。

(
30
)

伊
藤
道
治
氏
は
、
帝
-
天

の
神

は
、
殷
族

あ
る

い
は
周
族

に
と

っ
て
の
最
高

神

で
あ
り
、
他

の
国
族

に
と

っ
て
は
必
ず
し
も
最
高

の
神

で
は
な
か
た
こ
と

に
注

意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る

、
と

さ
れ
て

い
る
。
(前
掲

伊
藤
氏
著
書

四
六
頁
)

(
31
)

墨
子

で
叢
社
を
祖
先
神
を
祭

る
と
し
て

い
な

い
の
は
、

一
応
社

を
自

然
神

(
な
ど
?
)
を
祭

る
と

こ
ろ
と
想
定
し
た
た
め

で
あ
ろ

う
。

こ
れ
は
遡
源
的

に
い
う

と
、
内
祀
を
受
け

る
と

い
う
点
を
漠
然

と
さ
せ
る
が
、
や
や
後
代

の
記
述

で
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な

「
矛
盾
」

が
生
じ

た
の
で
あ
ろ

う
。

(
32
)

前
掲
、

『中
国
古
代
王
朝

の
形
成
』

第
二
部
第
二
章

「
邑
の
構
造
と
そ

の
支
配
」

参
照
。

(
33
V

前
掲

、
「社

の
起
源
と

そ
の
変
遷
ー

句
龍

伝
説
批
判
」

参
照
。


